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第第１１章章  ププラランンのの基基本本的的なな考考ええ方方  

１ プラン策定の趣旨 

三重県では、これまで「最適生産・最適消費・廃棄ゼロ」を基調とした持続可

能な資源循環型社会の構築をめざし、ごみの排出抑制、再使用、再生利用や広域

処理システムの構築などに対処してきました。 
この結果、アルミ缶やペットボトル、びん等の飲料容器、新聞紙、段ボールな

どは、資源としての有効利用が進み、資源化率も向上し続けています。 
しかし、県内の一人当たりのごみ排出量については、若干の増減はあるものの、

１０年前とほとんど同じレベルで推移しており、排出されたごみの８０％は、焼

却又は埋立という方法で処分されています。 
この適正処分を中心とする現在のごみ処理システムは、温暖化ガスや有害物質

の排出など環境に対する負荷や、資源の浪費、ごみの収集・運搬、処分に要する

費用の確保といった大きな問題を抱えています。この状態がさらに続けば、地球

温暖化の進行や資源の枯渇などの環境問題が深刻化するとともに、施設の更新に

伴う膨大な費用負担、埋立処分場の残存容量のひっ迫といった事態を招き、シス

テム自体が破綻しかねません。 
こうしたことから、三重県は「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にくい

事業活動」が定着し、ごみの発生・排出が極力抑制され、排出された不用物は最

大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」の実現を目指すこととしました。 
この「ごみゼロ社会」実現のためには、ごみに関わりのあるあらゆる個人・組

織が、ごみをなくそうとする熱意、相互の連帯協力、実践における忍耐力を長期

間維持しつつ、ごみ減量化の取組を継続していく必要があり、住民、企業、民間

団体、市町村、県など多様な主体の連携・協働が不可欠です。そして、多様な主

体が、一つの目標に向かって長期間協働していくためには、地域社会のあるべき

姿や明確な理念、取組の方向性等を共有しながら、計画的に取り組むことがとて

も大切となってきます。 
このため、住民、事業者、市町村等との協働のもとに、「ごみゼロ社会」実現

に向けた長期的なビジョンを示す「ごみゼロ社会実現プラン（以下「ごみゼロプ

ラン」という。）を策定することとしました。 

２ プランの位置づけと性格 

ごみゼロプランは、三重県において「ごみゼロ社会」を実現するため、概ね２

０年先の将来を見据えて、行政、住民、事業者など地域の各主体が、自らの行動

の変革に継続的に取り組むべく、目指すべき具体的な将来像とその達成に向けた

道筋を示す長期の計画です。 

また、ごみゼロプランは、法律等に基づき定める計画ではなく、県が平成１５

年１１月２５日に公表した「ごみゼロ社会実現に向けた基本方針」に基づく任意

の計画であり、市町村、住民、事業者の幅広い参画のもとに策定したものです。 
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県は、ごみゼロプランにおいて、説明責任・結果責任を負うとともに、自ら講

じるべき施策について主体的に取り組むなど、ごみゼロ社会の実現に向け率先し

てその役割を果たすことに努めます。 

市町村、住民、事業者は、その自発的、主体的な意思決定により、ごみゼロプ

ランを自らの行動の指針とし、それぞれの活動（行政、生活、事業）においてご

み減量化の取組を実践していきます。 

３ 関連する主な行政計画 

このプランと特に関連の深い行政計画として、以下のものがあります。 

（１）三重県環境基本計画 

三重県環境基本条例に基づく法定計画であり、ごみゼロプランの上位計画です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）三重県廃棄物処理計画 

廃棄物処理法に基づく法定計画であり、プランと重なる部分があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【位置付け】三重県の環境保全に関する取組の基本方向を示すマスタープラン。 

【性格】三重県が主体となって施策を展開し、県自らが率先して環境保全に努める

こと明らかにした行政計画。また、県民、事業者や市町村を計画の推進主体と

して位置づけ、各主体に期待される役割と実践すべき取組の方向を示している。

【目標年度】平成２２年度（平成１６年６月策定） 

【基本目標】 

Ⅰ『環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築』 

対象：資源循環、地球温暖化、大気環境、水環境、化学物質対策 

Ⅱ『人と自然が共にある環境の保全』 

対象：多様な自然環境、生物の多様性、自然とのふれあい、森林農地等の環境保全

Ⅲ『やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造』 

対象：身近な自然（緑、水辺・海辺、野生動植物の生息地）、景観、歴史的･文化的

環境 

Ⅳ『自主・協働による環境保全活動の促進』 

【位置付け】三重県内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画。

【性格】廃棄物の排出抑制、再生利用など減量化を促進し、また、その適正な処理

体制を整備して不適正な処理を防止することにより循環型社会を構築するとと

もに、社会経済情勢の変化に適切に対応し、県民の生活環境の保全と県内産業

の健全な発展を確保する必要があることから、県民、事業者、行政が、主体的

にあるいは連携、協働して取組を進めるための行動指針として策定。 

【目標年度】平成２２年度（平成１６年３月策定） 

【基本目標】１．環境経営の推進による社会基盤の充実 
２．持続可能な資源循環の実現 
３．安全・安心な廃棄物処理の確立 

【ごみゼロプランとの整合】プランの内容や事業計画が明らかになった段階で、本

計画の全面的な見直しを行う。 
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（３）推進主体：県、市町村及び県民   
ごみの減量化については、ごみの発生から処分までの各段階で、各主体の責

任の重さ、役割の大きさは異なり、また、同じ発生抑制の取組にしてもごみ減

量化の手法（施策、事業の内容）により各主体の位置づけもさまざまですが、

大切なことは、それぞれが果たすべき役割をきちんと認識し、目標とプロセス

を共有しながら一体となって取り組んでいくことです。 
 
 
 
 

なお、市町村については、法律に基づき一般廃棄物を適切に処理する立場に

あり、「ごみゼロプランの推進における役割が非常に大きい」、「県民生活等への

影響から県の計画等との整合を図る必要がある」ことなどがありますので、ご

みゼロプランに準じて市町村の一般廃棄物処理基本計画を策定・改定し、地域

の特性、実情等に応じて取組を推進することが求められます。 
 
（４）県の役割について 

ごみゼロプランの推進にあたり県は、住民や事業者ではできないことや非効

率になってしまうことで、市町村境を越える広域的な課題への対処や、市町村

規模では財政的若しくは制度的に困難な、又は、非効率な取組、さらには、多

様な主体が参画するプロジェクトなどに関して、市町村等に対する情報提供や

財政支援等のサポート、事業のコーディネート、仕組みの提案などを行います。 
また、上記のような役割の中で県は、リーダーシップを発揮し、広域的な見

地からのマネジメント、国や産業界との連携による取組など県レベルでの活動

を積極的に推進していくとともに、自ら講じるべき施策について主体的に取り

組んでいきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

県民とは…（「県民しあわせプラン」より） 

一人ひとりの個人をはじめ、ＮＰＯ、ボランティア、地域の団体、企業(事業

者)など、“しあわせ創造県”に取り組む多様な主体の総称 
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【役割分担のイメージ】 
ごみの発生から処分までの各段階において、各主体がそれぞれの役割を認識

しながら連携・協働していく必要があります。下図はそのイメージです。 
また、吹き出し  の中は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定め

られた一般廃棄物に関する各主体の責務です。国及び県については、以下のと

おりです。 
・ 都道府県は、市町村に対し、その責務が十分に果たされるよう必要な技術的援助を与えること。  
・ 国は、廃棄物に関する情報の収集・整理・活用や廃棄物処理に関する技術開発の推進を図り、
国内の廃棄物の適正処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村、県等に対し、
その責務が十分に果たされるよう必要な技術的・財政的援助や広域的な調整を行うこと。  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 市町村 
住民 

（排出者） 
民間非営利団体

（公益的事業主体）

事業者 
（排出者） 

事業者 
（生産・販売者）

発生抑制 
○ 

 

○ 
物の長期使用、過

剰消費抑制 

○ 
 

○ 
物の長期使用 

◎ 
製品の長寿命化、容

器包装削減、 

排出抑制 

◎ 
集団回収、生ごみ

堆肥化等住民活

動支援、有料化等

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与 

○ 
集団回収協力、生

ごみ堆肥化、ﾌﾘﾏ・

ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ活用

（売却） 

◎ 
集 団 回 収 ・ 生ご

み堆肥化・ﾌﾘﾏ・ﾘ

ｻｲｸﾙ等非営利

事業実施 

◎ 
生ごみ堆肥化 

資 源 ご み の 分

別徹底による再

資源化 

◎ 
廃家電製品引き取

り、資源ごみ店頭回

収売却 

再使用 ○ 

◎ 
ﾌﾘﾏ・ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ

活用（購入）、ﾘﾀｰ

ﾅﾌﾞﾙ容器利用 

○ 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ容器普

及ｼｽﾃﾑ運営 

◎ 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ容器利

用 

○ 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ容器生産・

販売 

再生利用 
◎ 

再資源化に適した

分別収集 

◎ 
分別徹底、再生利

用品購入・使用 

○ 
再資源化ｼｽﾃﾑ

運営支援 

◎ 
分別徹底、再生

利用品購入・使

用 

◎ 
再生利用に適した製

品開発・生産、再生

資源優先利用、再商

品化費用負担 

適正処分 ◎   ○ ○ 

普及啓発 

◎ 
分別収集方法・コ

スト等ごみ行政に

関する情報提供 

○ 
子どもたちへの

教育、相互啓発

◎ 
環境学習の機会

提供、人材育成

○ 
従業員への啓

発 

○ 

  ※ 法的な責務や取組の効果、社会的な影響などの度合いから、より中心的な役割を担うと思わ

れる主体を◎で示しました。また、具体的な取組内容は例示です。 
 

物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が終
局的には必ず廃棄物となることを考え、適正な処理が困難
にならないような製品等の開発を行うこと。製品等に係る廃
棄物の適正な処理方法などの情報提供等により、その製品
等が廃棄物となつた場合に適正な処理が困難とならないよ
うにすること。 

一般廃棄物処理の責任主体 
区域内の一般廃棄物の減量に
関し住民の自主的な活動の促
進を図り、一般廃棄物の適正な
処理に必要な措置を講ずるよう
努めるとともに、一般廃棄物の
処理に関する事業の実施に当
たり、職員の資質の向上、施設
の整備及び作業方法の改善を
図る等その能率的な運営に努
めること。 

事業活動に伴って生じた
廃棄物を自らの責任にお
いて適正に処理すること。
事業活動に伴って生じた
廃棄物の再生利用等を行
うことによりその減量に努
めること。 

廃棄物の排出抑制、再生品
の使用等による廃棄物の再
生利用、廃棄物の分別排
出、その生じた廃棄物をな
るべく自ら処分すること等に
より、廃棄物の減量等の適
正処理に関し国及び地方
公共団体の施策に協力す
ること。 
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   一方、取り組まない理由については、「減らす努力をするほどごみが出 
  ないため」、「ごみ処理を一括契約しているため、ごみ量が減っても処理料 
  金は変わらないため」とする事業者が多くなっています。これを規模別に 
  見ると、「ごみが出ないため」とする事業者は規模が小さくなるほど、「一 
  括契約のため、処理料金が変わらない」とする事業者は、規模が大きくな 
  るほど多くなっています。 

〈減量化に取り組まない理由〉 〈従業員規模別〉 

24.7
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一括契約で料金が減らない
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ごみが出ない

事業優先

その他
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３０～９９人

１００人以上

(%)

一括契約で料金が減らない 従業員の協力が得られない

ごみが出ない  
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２ プランの目指す地域社会の姿 
ごみゼロプランの究極の目的は、「ごみゼロ社会」の実現を通して“持続可能な

資源循環型の地域社会”を構築し、現在及び未来の世代の安全で豊かな生活を実

現することです。このような観点から、各主体の取組が十分なされることを前提

として、さまざまな角度から“ごみゼロプランの目指す地域社会の姿”をイメー

ジとして描いてみました。 
《２０年後の地域社会のイメージ》 
●農山漁村地域においては、 

地域の自然環境や生活文化などの価値が再認識され、循環を基調としたライフスタイ

ルが定着しています。人々は、自分たちの住む地域の豊かな環境の恵みが生活を豊かに

してくれることを実感しつつ、自然と共生した暮らしを営んでいます。安全で安心な食

材が提供される地産地消の取組が進展し、朝市や地場のものを扱う商店が賑わうなど、

地域が活気で溢れています。 

森林資源をはじめ地域の再生可能な資源が最大限活用され、地域の持続的な発展を可

能にする経済システムの素地ができつつあります。例えば、生ごみは資源として有効利

用され、堆肥や飼料、バイオマスエネルギーなどに形を変えて、農林水産物の生産や地

域内のエネルギー循環に役立てられています。 

●都市地域においては、 

持続可能性の視点からこれまでの都市の生活が見直され、環境への配慮を最優先する

ライフスタイルが定着しています。人々は、四季の移り変わりを感じるゆとりや精神的

な充足感を大切にし、ゆっくりとした、それでいて質の高い暮らしを営んでいます。無

垢の木材など真の循環型素材を使った製品や利便性より環境性を重視した製品、古き良

き日本の伝統文化や地域の歴史文化に根ざした商品が人気を集めています。 
中心市街地では、リサイクルショップやフリーマーケットが賑わい、ごみの減量化だ

けでなく地域経済の活性化やさまざま交流の促進に一役買っています。 
郊外では、地域住民組織やＮＰＯ、ボランティアが中心となり、地域ぐるみで集団回

収やリサイクルなどの活動が活発に行われています。こうした動きを契機として人と人

とのつながりが生まれ、お互いの顔が見える安心感、地域での支え合いを生む連帯感な

どコミュニティの基盤が再生しつつあります。 

●家庭においては、 

もったいないという気持ちや環境を考えながら行動することが当たり前になり、手作

りをするとか、物を大切に使うといったこだわりが、日常生活の中での満足感、充実感

につながっています。また、自らの環境配慮への取組が、地域環境の保全等に役立って

いることを理解し、そこに自分なりの価値を見いだしています。 

 例えば、家電製品や家具など耐久消費財は、長く使えるものを選び、直せるものは修

理して使っています。食料品は、必要なだけ買い、工夫してムダなく調理しています。

衣料品は、材質的にも長く着ることができ、愛着の持てるものを、必要なだけ買い、ほ

ころびを繕う、子供服にリフォームするなどして長く使っています。一定期間で買換え

が必要となる物やある一時期にしか使用しない子供用品などについては、リサイクルシ

ョップやリースサービスなどを積極的に利用し、賢く合理的に消費するようになります。 

買物の際には、買物袋などを持参し不要な容器や包装はもらわないようにしたり、使

い捨て商品はなるべく買わず、リターナブルビンを使用した製品や再生品、詰め替え製

品など環境負荷の小さい製品・サービスの購入（グリーン購入）を心懸けています。 

まだ使えるが要らなくなった物は、知人にゆずるか、バザーやフリーマーケットなど

へ提供します。その他の不用物で、空き缶や空き瓶、古紙など資源として有効利用でき

る物は、必ず資源回収や販売店の店頭回収に出しています。 
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●子どもたちにとっては、 

子どもたちの健全な成長に好ましい環境が広がっています。食卓には、地域の食材を生か

した料理が並び健康を確保しています。また、食べ物を粗末にしない習慣が身に付

いています。子どもたちが（大人も同じですが）、身近な自然に親しんだり、不用品

や自然の素材を創意工夫により遊びや学習に生かすといった機会が増え、既製のお

もちゃやゲーム、お菓子など単なる消費活動で手に入れた物では得られないさまざ

まな経験や感動、発見をしています。環境学習やリサイクル等の活動を通じて、地

域社会のことを体験的に学んだり、世代を越えた交流を行ったりすることで、子ど

もたちの豊かな感受性や創造性が育まれています。         

●サービス業においては、 

これまでの「機能を物として販売」する形態のサービスではなく、「機能そのものを販

売」する形態のサービスが多様化、高度化し、大きくシェアを伸ばしています。例えば、

さまざまな製品のリースやレンタル、修理や維持管理などのサービスが、どこでも受け

られます。 
飲食サービスについては、リユース容器が主流となり、使い捨ての容器はほとんど使

われなくなりました。また、そこからの生ごみは、堆肥やバイオガスとして有効利用さ

れています。スポーツ施設や文化芸術施設などでも、繰り返し使えるリユースカップが

使われています。リユース容器システムのレンタルなど新たなビジネスも定着し、雇用

の創出にもつながっています。 

資源の循環利用を目的とした企業間ネットワークが構築され、事業所のごみは、徹底した分

別のもとほとんどがリサイクルされています。 

●製造業においては 

拡大生産者責任の考え方が浸透し、徹底して環境に配慮した生産システムが採用され

ています。例えば、製品の使用後のことも考慮に入れ、再使用や再生利用が容易となる

ように、或いは、簡単に修理や点検ができるように、設計や素材に工夫がなされ、環境

に優しい良質な製品がたくさん作られています。環境に優しい良質な製品は、もののラ

イフサイクルにおける環境への負荷が少なく、耐久性にも優れた、使うほどに愛着が湧

くような製品です。それらが人々の生活を一層豊かなものにしています。また、製品を

使った後、消費者が適正に処理できるように、製品のリサイクル等に関する情報提供な

ども充実しています。 

さらに、生産過程で発生する不用物等は全て、適正に循環利用されるシステムの中で、

最も環境負荷が少ない形で再使用、再生利用されています。こうした環境経営の取組に

より、地域の企業の持続可能性、競争力が高まってきています。 
リターナブル容器の普及が進んでいます。飲料容器については、リターナブルビンが

徐々に缶やペットボトルに取って代わり、全て再使用、再生利用されるとともに、リサ

イクル産業が活発になり新たな雇用も生まれています。 

●ごみ処理の現場においては、 

県内の全ての地域で、持続可能な循環型のごみ処理体系が確立されています。「ごみは

資源」という意識が浸透し、ごみの分別・収集が徹底されるとともに、資源ごみの集団

回収等が活発に行われ、再使用、再生利用できるものは最大限有効利用されています。

再使用も再生利用もできないものについて熱回収等を行う必要最小限の焼却施設と、安

全性や環境負荷低減の観点から埋立以外に適正な処分方法がないものを埋め立てるため

の最終処分場のみが残っています。ごみ処理に伴うエネルギーの消費や温暖化ガス、有

害物質等の発生などが抑制され、地域のきれいな空気と水、美しい自然景観が守られて

います。 
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３ 数値目標 
ごみゼロプランの数値目標は、基本理念の趣旨を踏まえ、「ごみの減量化」「多

様な主体の参画・協働」「ごみ処理に伴う環境負荷の抑制」の３つの観点から、次

のとおり設定します。 

（１）ごみの減量化 
ごみに関する現在のさまざまなデータのうち、『ごみゼロ社会』の概念におい

て特に重要と思われる以下の３つを目標として設定します。 
① 発生・排出抑制に関する目標  

指 標 名 目標値 
              

 

ごみ排出量削減率 
 

家庭系ごみ３０％ 

事業系ごみ３０％ 

（対 2002 年度実績） 

【参考】2002 実績 2025 目標

家庭系 535 千ｔ→375 千ｔ 

事業系 252 千ｔ→176 千ｔ 
【目標設定の考え方】 

ごみ減量化に関する第一の目標はごみの発生・排出抑制です。この場合、２段階に分け

て考える必要があります。一つ目は、家庭や事業所からごみとして排出される物の総量を

減らすことで、二つ目は、それらのごみのうち行政の回収ルートにより処理（資源化、焼

却、埋立処分等）される物の量を減らすことです。ごみゼロ社会実現のためには、前者が

最も大切なことはいうまでもありません。しかし、現時点ではその実態が十分把握されて

いないため、数値目標として設定することは困難です。 
このため、まずは、行政が回収するごみの量を極力減らすことを、目標として設定する

こととします。その際、住民、事業者それぞれが、自らのごみ減量に関する明確な目標と

責任のもとに取り組むことが重要です。 
また、将来に向けた課題として、ごみの発生に関する実態を把握できる仕組みの構築に

取り組むことが重要です。 

② 資源の有効利用に関する目標 
指 標 名 目標値 

              
資源としての再利用率 

 

５０％ 
【参考】2002 実績 2025 目標

14.0％ → 50％ 
【目標設定の考え方】 

やむを得ず排出された「ごみ」については、「ごみゼロ社会実現に向けた基本方針」に掲

げた取組の優先順位の原則に基づき、最大限資源として有効利用するとともに、どうして

も資源として利用できないもの、或いは、有害物質を含むものなどについては、適正に処

分することとなります。 
資源の有効利用に関しては、「ごみ」として排出された不用物をできる限り再使用又は再

生利用していくことを、目標として設定することとします。その際、単に再使用、或いは、

再生利用すれば良いとするのではなく、コスト面から効率性の追求や、環境面からより環

境負荷の低いシステムの選択などを前提として、目標達成に向けた取組を進める必要があ

ります。 
なお、ごみの焼却時に発電等を行う熱回収については、焼却せざるを得ない廃棄物等の

2002 年度における県内総ごみ排出量 
－目標年度における県内総ごみ排出量 

＝ 
2002 年度県内総ごみ排出量 

県内総ごみ排出量のうち、 
再利用された量 

＝ 
県内総ごみ排出量 
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（２）多様な主体の参画・協働  
ごみ減量化やごみ問題に関する県民の意識、行動の変化を表す目標として、

プラン策定にあたり実施した「『ごみゼロ社会』をめざす県民アンケート調査」

の結果を活用し、次の④～⑥の３つを設定します。 
また、プランの浸透度合いを表す目標として、認知率の向上を目指します。 

指 標 名 目標値 現状値 
④ものを大切に長く使おうとする県民の率 １００％ ５８．２％ 

⑤環境に配慮した消費行動をとる県民の率 １００％ ３９．４％ 

⑥食べ物を粗末にしないよう心がけている県民の率 １００％ ３８．５％ 

⑦ごみゼロ社会実現プランの認知率 １００％  － ％

 

（３）ごみ処理に伴う環境負荷の抑制に関する目標 
   ごみゼロ社会おいては、ごみの分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処

理を行うことによるさまざまな環境負荷については、極力抑制されることが重

要となります。このため、それらごみ処理に伴う環境負荷の抑制に関しても、

目標設定されることが望ましいと考えます。しかし、現状では、 
・  そうした環境負荷に関する状況が十分把握されていないこと 
・  把握するためには相当のコストや時間を費やさなければならないこと 
・  民間事業者の活動も含むため正確なデータの把握が困難な場合があること 
・  どこまでの範囲で指標化すべきかなど指標の調査研究が必要であること 

などの要因があることから、その指標の設定については、今後の検討課題とし

継続して調査検討を行うこととします。 
そして、最終的に指標化のためのさまざまな課題をクリアした時点で、あら

ためてプランの目標として掲げることとします。 
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第第４４章章  目目標標達達成成ののたためめのの具具体体的的なな取取組組  

１ 取組の基本的な視点 

ごみゼロ社会実現に向けては、次の視点から取組を進めていきます。 

①意識・価値観・行動の転換 

さらなるごみの減量化のためには、人々のライフスタイルや生産者の事業活動

のあり方にまで踏み込む必要があります。例えば、“スローなライフスタイル”

すなわち、「手間暇をかけること、良い物を大切に使うことに価値を見い出すこ

とのできる生活様式」が見直されてくるといったことが、今後とても大切になっ

てきます。こうした考え方のもと、私たちは、 

 「ごみは適正に処理すれば良い」という意識から、「まずごみを出さない」

という意識へ 

 「燃える・燃えない」というごみの分別から、「資源化できる・できない」

という分別へ 

 「効率性・経済性と環境保全はトレードオフの関係」という考え方から、「そ

れらを両立させる」という考え方へ 

 「目先の利便性優先、量の豊かさ志向」のライフスタイルから、「環境への

配慮優先、質の豊かさ志向」のライフスタイルへ 

と、さまざまな意識や価値観、行動の転換を促す取組を積極的に展開していきま

す。 

②取組に関する優先順位の明確化 

大切なことは、ごみを“ごみ”として管理（処理）することではなく、まずご

みの発生を抑え、ごみを“未利用資源”として管理（再資源化・利用）すること

です。 

このため、第一に、物をなるべく長期間使用する、或いは、耐久性の高い物づ

くりを行う、過剰包装をしないなど、そもそもごみが発生しないよう努める必要

があります。次に、やむを得ずごみとして発生した物については、製品や部品と

してそのまま再使用することが、まず優先されます。再使用できない物は、原材

料として再生利用する必要があります。再生利用もできない物は、熱エネルギー

として回収し暖房や給湯、発電などに有効利用することとなります。最後に、ど

うしても資源として有効利用できない物は、環境に負荷を与えない方法で適正に

処分しなければなりません。 
このように、①発生抑制 ②再使用 ③再生利用 ④熱回収 ⑤適正処分とい

う取組の優先順位を明確にし、戦略的かつ効率的に進めます。 

③多様な主体の役割分担の再構築と連携・協働  

「ごみゼロ社会」は一朝一夕に実現するものではありません。ごみに関わりの

あるあらゆる個人・組織が、ごみをなくそうとする熱意、相互の連帯協力、実践

における忍耐力を長期間維持しつつ取り組むことにより、初めてその姿が見えて

くるものです。 

また、「家庭・事業所はごみを出し、行政は適正に処理する」といったような、

これまでの住民、事業者、行政の役割分担では、上手くいきません。それぞれが

できること、やらなければならないことに主体的、積極的に取り組むことが不可

欠です。 
このため、県民、事業者、民間団体、市町村、県などさまざまな主体が、「ご

みゼロ社会」実現に向けて役割分担を再構築し、連携・協働して取り組みます。 
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④ごみを資源ととらえた地域づくりの展開 
ごみの減量化については、地域の自然的社会的条件やごみ処理の実情など地域

の特性に応じて対策を講じることが効果的です。このため、地域でよく話し合っ

て良い方法を考え、自らの責任において実行していくことが非常に大切となって

きます。 

また、現在焼却や埋立により処分されているごみの中には、資源として循環利

用できるものが多く含まれています。ごみを地域資源と考えれば、地域産業との

融合や、高齢者の活力導入、コミュニティの再生などに向けた新たな地域づくり

の展開が可能となります。 

こうしたことから、地域の創意工夫による、ごみを資源ととらえた地域づくり

に取り組みます。 
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２ 取組の基本方向 
（１）拡大生産者責任の徹底 

ごみゼロ社会実現のために最も大切なことは、何より「ごみを出さない」こと

です。このごみの発生・排出抑制については、廃棄物のより少ない製品の製造・

販売、或いは、再使用やリサイクルしやすい製品の製造・販売を行う立場にある

製造者や流通・販売事業者等の取組が重要です。このため、循環型社会形成推進

基本法において、事業者の「排出者責任」が明確化されるとともに、「拡大生産

者責任」の一般原則が確立され、ごみの発生・排出抑制等に関する事業者の責務

が明らかにされました。また、家電リサイクル法や容器包装リサイクル法、資源

有効利用促進法など各種リサイクル関連法において、個別品目別のごみの発生抑

制、リサイクル等に関する事業者の義務が規定されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こうした法律の規定や国民のごみ問題への意識の高まりなどから、事業者にお

いてごみ減量化やリサイクル促進の取組が進みつつあります。 
しかし、消費者からすれば、減らすにも限界がある容器包装や使い捨て製品の

ごみ、交換する部品がないとか修理するより買った方が安いといった理由でごみ

として捨てられる製品がまだまだ多く、事業者における製品等の製造・販売段階

での一層の工夫・配慮が望まれます。また、循環型社会の形成に必要な経済社会

の仕組みが、十分に制度化されていないといった声もあります。こうしたことか

ら、今後、国や産業界において今以上に拡大生産者責任の徹底に取り組んでいく

拡大生産者責任とは?（「平成１５年版循環型社会白書」から） 
 EPR：Extended Producer Responsibility。生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された
後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を
負うという考え方。具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、一定製品について廃
棄等の後に生産者が引き取りやリサイクルを実施すること等が含まれる。 

※循環型社会形成推進基本法 PR 用パンフレット（環境庁）から 
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必要があります。 
一方、こうした事業者の経済活動のあり方に関わる分野については、地方自治

体レベルでは有効な対策が講じにくいという面もあり、これまでの県・市町村の

取組は十分とは言えない状況です。しかし、国や産業界の取組に期待するだけで

は、２０年後のごみゼロ社会を展望することはできません。 
このため、地方自治体においても、拡大生産者責任の徹底に向けた取組を積極

的に推進していくことが重要です。例えば、拡大生産者責任に関する調査研究を

行い、事業者への啓発や国、産業界への提言を行うとともに、有機性ごみの地域

内循環の促進、地方環境税等経済的手法の活用など、地域で取り組める方策につ

いても具体的な検討を進める必要があります。 
また、ごみの発生・排出抑制については、個人の「ライフスタイル」や「消費

行動」が大きく関係していますが、これらと事業者の「経済活動」はある意味で

背中合わせの関係と言えます。「ライフスタイル」や「消費行動」は「経済活動」

の方向に影響を受けやすいという面がありますが、「ライフスタイル」や「消費

行動」の変化が「経済活動」に大きなインパクトを与え、新たな商品・技術の開

発や企業経営の変革を促す場合もあります。 
このため消費者も、よりごみが少なくなるような商品やリサイクルしやすい製

品、長く使える製品を購入するとか、壊れても修理して使うなどの行動を積極的

にとり、事業者にとって「ごみが出ない」「ごみになりにくい」というのが「い

ちばんの商品」となるような環境づくりを進める必要があります。 
例えば、ごみ減量化に関する消費者への啓発と併せて、製品やサービスについ

て、そのライフサイクル＊１における環境負荷に関する情報の表示を進めるなどに

より、グリーン購入を一層推進していくことが求められます。 
＊１…原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの製品等の一生涯 
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（２）事業系ごみの総合的な減量化の推進 

事業系ごみは本来排出した事業者にその処理責任があり、事業者は、法律やそ

れぞれの市町村の規定に従い適正にごみを処理しなければなりません。また、自

らごみの減量化や分別の徹底、再資源化などに積極的に取り組む必要があります。 

こうした中で、事業系ごみについては、総排出量が近年は横ばいの傾向にあり、

また、費用負担のあり方や家庭系ごみへの混入、分別の不徹底といった問題を抱

えています。また、少量の事業系ごみの排出事業者へのきめ細かい対応の必要性

なども指摘されています。 

このため、行政としても、事業者に対する排出者責任の啓発や減量化・再資源

化の促進などの対策を積極的に講じる必要があります。一部の市町村では、減量

計画書の提出を義務づけるなどの施策を実施していますが十分とは言えない状

況であり、減量化等対策の一層の推進が求められています。 

  

そこで、今後はまず、事業系ごみの実態を把握し、より計画的、効果的に施策

を推進していく必要があります。事業系ごみについては、多くの場合、事業者が

市町村の許可業者に収集運搬を委託する、或いは、事業者自ら運搬するという形

で処理施設に搬入されており、その排出から搬入までの実態が十分把握されてい

ません。 

    ※事業系ごみの収集運搬方法             （数値は、市町村数） 

 直営 委託 許可 なし 

可燃ごみ 1 0 50 18 

不燃ごみ 0 0 42 27 

資源ごみ（紙） 0 0 19 50 

資源ごみ（金属） 0 0 21 48 

資源ごみ（ペットボトル） 0 0 18 51 

              「一般廃棄物処理事業のまとめ（平成 14 年度）」から抜粋 

・ 直営：市町村が直営で実施 
・ 委託：市町村が委託により実施 
・ 許可：市町村の許可業者が事業者からの委託を受け実施 

（財）三重県生活衛生営業指導センターが平成１５年度に取りまとめた「廃棄物の処理の

実態調査－アンケート調査報告書」では、以下のような結果が出ています。 

＊調査対象  旅館同業組合や喫茶飲食同業組合など生活衛生営業関連同業組合

に所属する４，３４３の事業者 

＊回収率  53.9％ 

＊関連する主な内容  

  ・ごみ処理について…市町村に任せているので、何も考えていない      40.2％

              県や市町村・組合の指導を待っている             7.3％

・食品リサイクル法について…知らない                         22.2％

                   法律の説明を聞いたことがない           83.7％

・今後のごみ対策について…何も考えていない                   38.4％

                    公的機関による専用処理施設の建設を希望  28.7％

・今後生ごみ対策の講習会への参加意思…参加する考えはない       49.5％ 
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費用負担のあり方に関しては、例えば、市町村の事業系ごみ処理手数料の金額

が実際の処理コストと比較して低すぎる場合などは、処理責任との兼ね合いから

適正かどうかや、ごみの発生抑制インセンティブも働きにくいといった観点から、

料金体系の見直しを行うことなどが重要となってきます。 

また、家庭系ごみへの混入等への対応として、少量排出事業者の適正な処理を

促進するような仕組みづくりや、事業規模や業種別を考慮したガイドラインなど

を活用したきめ細かい指導・啓発に取り組む必要があります。その際、環境認証

の取得など環境保全活動が事業者の経済的な発展につながる環境経営の推進を

一体的に進めることが重要です。 

また、業種によっては生ごみや紙ごみなどの再資源化に取り組みやすい場合が

あるため、そうしたものを中心に、分別を徹底し、積極的に再資源化を進める必

要があります。 

例えば、事業系の生ごみは、比較的均質で一定量がまとまって排出されるため、

家庭からの生ごみに比べより効率的、効果的に堆肥化等を進めることが期待でき

ます。 

また、オフィスから排出される新聞、段ボール以外の紙ごみや OA 用紙につい

ては、少量では再資源化のための回収ルートに乗せることが困難ですが、中小の

事業者が「オフィス町内会」といった組織を作り一定量を確保することにより、

再生利用が可能となります。機密書類などをファイルに綴じた状態でダンボール

箱に梱包したまま再生利用している事例もあります。 

さらに、上記以外の新たな再資源化の手法の確立等に向け、事業系ごみの再資

源化についての技術開発や調査研究などを、産学官の連携により進めることが必

要です。 
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（３）リユース（再使用）の推進 
リユース（再使用）することは、ごみの発生・排出を抑制するうえで、非常に

重要かつ効果的な取組です。リデュース（発生・排出抑制）、リサイクル（再生利

用）と合わせて、循環型社会構築のための基本的な取組“３つのＲ”としてその

推進の必要性が叫ばれてきましたが、実態として、自治体や地域のレベルでは十

分な取組がなされてこなかったと言えます。 

リユースを取り巻く状況を見ると、例えば、飲料容器に関しては近年、缶やPET 

ボトル、紙コップなどの使い捨て容器が急増しており、一升びんやビールびんに

代表される再使用可能なびんが大きく減少しています。使い捨て容器については、

容器リサイクル法などその回収、再資源化の仕組みも整ってきており、資源化率

も向上してきていますが、ごみゼロ社会の実現に向けては、回収・再資源化のた

めのコストの負担やエネルギー・天然資源の消費などを考えると、「使い捨てか

らリユースへ」という大きな流れをつくることが不可欠です。 

使い捨て容器のリユースの仕組みを構築するには、さまざまな課題があります

が、全国各地で、サッカースタジアムやイベント会場におけるリユースカップシ

ステムの導入、リユース食器や移動食器洗浄機のレンタルサービスの提供など、

リユース促進に向けた動きが広がりつつあります。今こうした、取組を積極的に

進めることが求められています。 

《ＬＣＡ手法による容器間比較》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2001.8「LCA 手法による容器間比較報告書（改訂版）」容器間比較研究会 

各容器のシナリオ設定 
  容器の 

重量  
再生原 
料使用 
率   

容器 to 
容器率   

カスケ 
ード率  

埋立て 
率   

PET ボトル   32g   0%   0%   32%   67%  
ワンウエイび  190g   52%   54%   6%   38%  
ワンウエイびん（未来型）  190g   70%   73%   21%   5%  
リターナブルび  199g   52%   53%   6%   40%  
リターナブルびん（未来型）  199g   70%   72%   21%   6%  
アルミ缶   15g   60%   58%   19%   22%  
アルミ缶（未来型）  15g   81%   88%   0%   11%  
スチール缶 

    78g   0%   0%   87%   12%  
スチール缶     43g   0%   0%   87%   12%  
紙容器   19g   0%   0%   25%   74%  
紙容器   19g   0%   0%   25%   74%  

ＣＯ ２ 排出量の比較 
0.0 0.1 0.2 0.3 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
ﾜﾝｳｪｲびん 
ﾜﾝｳｪｲ未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 未来 
ｱﾙﾐ缶 

ｱﾙﾐ缶未来 
ｽﾁｰﾙ缶 3P 
ｽﾁｰﾙ缶 2P 

紙容器 
紙容器ﾊﾞｲｵ 

CO2(kg) 

水資源消費量の比較 
0 2 4 6 8 10 12 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
ﾜﾝｳｪｲびん 
ﾜﾝｳｪｲ未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 未来 
ｱﾙﾐ缶 

ｱﾙﾐ缶未来 
ｽﾁｰﾙ缶 3P 
ｽﾁｰﾙ缶 2P 

紙容器 
紙容器ﾊﾞｲｵ 

水(kg) 

 

水質汚濁物質 BOD,COD,SS 排出量の比較 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

ﾜﾝｳｪｲびん 
ﾜﾝｳｪｲ未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 5 未来 
ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 

ﾘﾀｰﾅﾌﾞﾙ 20 未来 
ｱﾙﾐ缶 

ｱﾙﾐ缶未来 
ｽﾁｰﾙ缶 3P 
ｽﾁｰﾙ缶 2P 

紙容器 
紙容器ﾊﾞｲｵ 

BOD(g) 

COD(g) 

SS(g) 

ｽﾁｰﾙ缶データなし 

（バイオマス） 

（２ピース） 
（３ピース） 
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図：小規模イベントでゲシルモービル（札幌市のアラエール号）を利用したリユースカッ

プ・システムを導入した場合と、紙コップの環境負荷の比較 

 

● リユースカップをイベントなどで繰り返し使うための食器洗浄車が、現在、石川県、札幌市、仙

台市などで貸し出しされています。以下はそれを利用した場合と紙コップを使った場合の環境負

荷の比較。 
 

左の結果は、食器洗浄車の

移動距離、カップの利用個

数などにもちろん左右される

が、リユース食器やビールの

サーバーなども利用すること

により、かなり環境負荷が削

減できることが明らかになっ

た。 

 

出典：平成15年度リユースカ

ップ等の実施利用に関する

検討調査報告書 
 

 
また、一つの製品を多くの人が何回も繰り返し使用することも、リユースを推

進するうえで非常に重要です。製品そのものを所有するのではなく、製品の機能

だけを利用するシステムを活用することにより、より少ない製品でより多くの人

のニーズを満足させると同時に、ごみとなる使用済み製品を少なくすることが可

能になることから、リースやレンタルなどを推進する必要があります。 
さらに、同じ製品を長く使い続けることも、ごみの発生を抑えるのにとても大

切なことです。製品が故障したり、古くなって機能に満足できなくなったりした

とき、修理やアップグレードを行い同じ製品をできるだけ長期間使い続けること

を、（リユースの一つの形態として）これまで以上に推進していく必要があります。 
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こうしたことから、容器包装ごみの減量・再資源化については、容器包装リサ

イクル法に基づくごみの分別収集、再資源化の推進といった取組を積極的に進め

るとともに、コストの削減等に向け容器包装ごみ処理のシステムの効率性を一層

高めていく必要があります。 
また、現在国において法律の見直し作業が進められていますが、問題点等の改

善などに向け市町村における容器包装ごみ処理コストの把握等連携した取組が

求められます。 
このほか、容器包装ごみについては、流通・販売段階における過剰な容器や包

装を省くことが非常に重要です。また、容器や包装自体は省けなくても、「容器

や包装の量（重量・容積）を減らす」など、できるかぎり容器包装ごみが少なく

なるよう容器や包装の製造段階における配慮が求められます。このような観点か

ら、事業者においては、容器包装の削減、簡素化などを主体的に進める必要があ

ります。また、消費者も積極的に、容器包装ごみのでない商品や容器包装の簡素

な商品を購入するとか、量り売りなど容器包装ごみの出にくいサービスを利用す

るなど、容器包装ごみの減量化に配慮する事業者を後押しする必要があります。 
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●今後、あなたが、暮らしの工夫によって「家庭

から出る量を減らせる」と思えるものはどれで

すか？ 

43.1 
55.6 
55.9 

32.9 
9.9 

172 
16.0 

13.1 
9.9 

20.3 
18.8 

45.7 
17.5 

10.8 
9.7 

17.9 
1.7 

5.3 
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

調理くず 
食べ残し 

賞味期限切れ食品 
紙容器、紙袋や包装紙 

新聞 
チラシ 
雑誌 

段ボール 
紙パック 
古着類 

ペットボトル 
レジ袋 

プラスチック容器 
びん 

缶 
粗大ごみ 

その他 
無回答 

（％） 

（５）生ごみの再資源化 
県内ごみ組成分析調査の結果では、家庭系ごみに占める生ごみの割合は、重量

比で４６．６％、容積比で１８．８％となっています。また、平成１３年度にお

ける三重県の焼却ごみ量のうち約３割を占めており、プラスチックごみや紙ごみ

同様その発生・排出抑制、再資源

化は大きな課題です。 
また、「ごみゼロ社会」をめざ

す県民アンケート調査によれば、

暮らしの工夫により家庭で減ら

せるごみとして、回答者の半数以

上が“生ごみ”を挙げています。 
実際、生ごみ処理機等の購入助

成を行っている市町村も多く（実

績ベースで県内市町村の概ね３

分の１）、当該助成を受けて、家

庭で生ごみの減量化、コンポスト

化に取り組んでいる方も相当数

います。 
 
このように、生ごみについては、県民の意識や関心も高く、そのことを効果的

に実践活動につなげていく必要があります。 
こうした中、プラスチックごみや紙ごみについては､その大部分を占める容器

包装類の再生利用等を進めるための法律が定められていますが、生ごみについて

は、食品関連事業者の排出する生ごみ等の再生利用を進める食品リサイクル法が

制定されてはいるものの、家庭系生ごみの減量化等を促進するための法制度的な

枠組みは今のところありません。 
一方、地域において市町村や地域住民、ＮＰＯ等が主体となり、衣装ケース方

式での生ごみ堆肥化などの取組が積極的に進められています。しかし、堆肥化施

設の整備やその用地の確保、堆肥の品質管理や需要喚起、生ごみの分別精度の向

上などの問題から、ごみ減量化やコスト削減に大きな成果を上げるまでには至っ

ていないのが実情です。また、事業運営が比較的良好なケースにおいても、対象

が市町村内の一部地域に留まっている、協力者・参加者が限られているなどの課

題を抱えています。また、地域においては、今後増えるであろう高齢者の活力や

遊休農地等の有効利用を進めることも課題となっています。 
このため、生ごみ堆肥化事業の広域的な展開や継続性の確保に向けて、より効

果的・効率的で持続可能な生ごみの再資源化システムを構築する必要があります。

その際、できた堆肥等の需要を確保するため、事業の計画段階から農家や農林水

産関係団体の参画を得て、連携しながら取り組むことが重要です。 
また、住民が無理なく参画できる、或いは、参画することによりメリットが生

じるような仕組みとすることが重要です。 
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同時に、有料化など住民生活に大きな影響を与える施策の導入に関する意思決

定にあたって、住民に対して必要な情報をどれだけ的確に提供し、合意形成をど

のように進めるかということも非常に重要です。 

例えば、市町村が有料化を政策テーマとすることで、今までごみに全く関心が

なかった住民が関心を持ち、地域での議論が活発化することもありますが、それ

自体大きな成果です。新たな施策・制度の内容と併せてそれらを導入することに

よる住民のメリット・デメリット、さらには収入の使い道などについて、きちん

と説明することが必要です。 

また、市町村のごみ処理システムについては、“公正”であることに加えて、“効

率的”であることが求められます。公正であれば、そのことで直ちに最適なシス

テムとなるとは限りません。ごみの処理は、個人の意識やライフスタイル、企業

の経済活動の変化等に直接受ける影響が大きく、十分に先を見越して議論を尽く

したとしても結果的に、費用対効果の低いシステム、住民等に余分な負担を強い

るシステムとなってしまう可能性があります。 
例えば、再生可能資源物については、多くの地域で、市町村の収集ルートと個々

の事業者の処理ルートという２つのリサイクルシステムが共存していますが、市

町村が再生可能資源物をごみとして集めるよりも、住民（排出者）と事業者（生

産者）の間で循環させることがより経済的、効率的である可能性があり、そのた

めにどのような制度設計が良いのか考えることが重要です。 
このため、地域住民組織による集団回収など既存の仕組みの活用や、事業者や

ＮＰＯ等による新たな拠点回収システムの構築などを進めるとともに、行政は県

民に対して、こうした仕組みがもたらすコスト削減などの効果等をもっとＰＲし

ていく必要があります。 
さらに、近年は、ごみ問題に関する住民の意識も高まっており、分別したごみ

がどう再利用・処分されているか、そのための費用はどれくらいか、環境に与え

る影響はどうかといった点についても、積極的に情報発信することが求められて

います。 

このため、市町村のごみ処理事業について、情報発信の内容や媒体、機会を充

実させるなど、住民からよく見える仕組みとする必要があります。 

また、廃棄物会計やＬＣＡ等の手法を用いて、コストや環境負荷、エネルギー

消費、費用負担のあり方などの観点から現在のごみ処理システムを評価するとと

もに、県内のベストプラクティス＊２を地域間で共有し積極的に取り入れるなど、

より公正で効率的なシステムへの転換につなげていく必要があります。 

＊２…優れた（ベストな）業務手法のこと。若しくは、優れた業務手法に学び、取り入れる改革手
法のこと。 
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（８）ごみ行政への県民参画と協働の推進 
住民や事業者は、ごみの発生・排出の抑制、分別の徹底、再利用を進めると

ともに、行政のごみ減量化施策等に協力する責務があります。また、市町村は、

法律の規定により、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有し、一般廃棄

物処理計画を定めて区域内の一般廃棄物の処理を行うこととされています。 

このため、ごみゼロ社会の実現のためには、住民、事業者、行政それぞれが、

できること、やらなければならないことに自発的、主体的に取り組むことが不

可欠ですが、住民や事業者のごみ減量活動の方向やその効果が、市町村のごみ

処理システムにより大きく左右されるということも否めない現実です。一方、

市町村も、住民や事業者の理解と協力がなければ、ごみ行政を効率的、効果的

に運営することができません。 

こうしたことから、住民や事業者が、ごみを自らの問題と捉え、行政ととも

にごみ減量化等に関する政策の方向付けや施策の構築に取り組むなど、計画策

定や政策立案の段階からごみ行政に参画することが不可欠であると考えられる

ようになってきました。 

また、地域におけるごみ問題の解決のため、これまでのように行政が単独で

ごみ減量化を進めるのではなく、ＮＰＯ等と行政が各々の特性や能力に応じて

適切に役割分担しながら、自主的・自発的に地域活動取り組むことが重要です。

このため、実行段階において、住民や事業者が、できることは率先して取り組

む、行政の施策に協力するなど自らの役割をきちんと果たすとともに、ボラン

ティアやＮＰＯ・地域住民組織として、行政と協働していく必要があります。 

 

今後は、こうした考え方を基本に、市民参加によるごみ処理計画づくりなど

ごみ行政への県民（住民）参画や県民（住民）との協働（以下「県民参画等」

といいます。）を積極的に推進していく必要があります。 

その際、県民参画等が実質的なものとなるためには、県民に対する啓発や環

境学習・環境教育、より具体的で分かりやすい情報提供が不可欠です。特に、

ごみの再資源化のためのコストや環境に与える影響、住民主体のリサイクル活

動なども含めた、ごみ処理に関する総合的な情報の提供が望まれます。一方、

県民参画等そのものが、非常に効果的な啓発、環境学習等の機会となります。

例えば、市民がごみ処理計画づくりに参画することは、ごみの減量化や分別の

環境保全における必要性、そのための方策などを学ぶことにもつながり、消費

者としての意識の改革にもつながっていきます。 

 

県民参画等をより実効性のあるものとするため、住民、事業者、行政が、そ

れぞれの持つ資源（人材・ノウハウ・資金・ネットワーク等）を積極的に持ち

寄り、取組の成果を共有しながら連携・協働していくことが不可欠です。この

ため、三者が一体となって計画の推進組織などを立ち上げ、計画等の推進に関

して一定の役割（責任）を担うとともに、県民参画等の裾野を広げる取組など

を積極的に展開していく必要があります。 
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また、実行段階における協働として、リサイクル施設等の運営や維持管理、

環境学習・ＰＲ・啓発事業等の企画・実施、分別等ごみ排出ルールの指導徹底

といった市町村の施策において、住民、事業者をはじめ、地域住民組織やＮＰ

Ｏ、ボランティアとの協働を推進していく必要があります。 

さらに、ＮＰＯ活動等県民主体の取組を発展させるためには、地域でごみの

減量化等に取り組む住民、事業者、ＮＰＯ等が、プランの理念・目標に沿って

自発的、主体的に取組を進めるとともに、取組における連携を強めていくこと

により、ネットワークの拡大やそれぞれの活動の発展につなげていくことがと

ても大切です。 

このため、そうした個人や組織に対する協働の働きかけや交流の場づくりが

求められます。また、自分たちの活動が地域社会の役に立っているというよう

な達成感を感じることができる仕組みも必要です。 
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（９）ごみゼロ社会を担う人づくり・ネットワークづくり  
循環型社会形成推進基本法においては、国民について、製品等の消費者として、

また、ごみの排出者として、ごみの発生抑制や循環利用に努めるなど、その責務

が明らかにされています。事業者については、ごみの排出者として原材料等がご

みとなることを抑制するなどの責務が、また、製品、容器等の製造、販売等を行

う事業者として製品等の耐久性の向上や再生部品としての利用などにより、ごみ

の発生を抑制し、循環利用を促進するなどの責務が明確に定められています。 
ごみゼロ社会の実現に向けては、県民一人ひとりがこうした法律の規定に基づ

き、責任を持って行動していくことが不可欠です。 
しかし、そのためには、こうした県民の責務を啓発するだけでなく、さまざま

な観点から取組を進めていく必要があります。 
まず、「物は大切に使う」「食べ物を粗末にしない」「他人に迷惑をかけない」「社

会のルールを守る」など、難しいことでなく「あたりまえのことを、あたりまえ

にする」ことが大切です。これは、大人にも子どもにも言えることであり、全て

の県民がこのような意識を持って行動するとともに、人材育成を学校だけに任せ

るのではなく、家庭や職場も含め地域社会全体でこうした価値観を大切にする教

育を進める必要があります。地域住民やＮＰＯが環境教育プログラムを実施する

ような取組も大切です。 
また、住民や事業者は、ごみ問題の当事者であるという意識を持ち、ライフス

タイルを利便性指向から環境配慮指向へ、事業活動を経済優先型から経済と環境

の両立型へと転換することが必要です。実際、ごみの量を減らす、資源として有

効利用する、或いは、ごみ処理のコストを下げるということに関しては、私たち

一人ひとり、或いは、個々の事業者の環境に配慮した行動の積み重ねがとても大

切です。個人がライフスタイルや意識を、企業が生産スタイルを少し変えるだけ

で、ごみ減量化が大きく進むこともあれば、簡単に後退してしまうこともありま

す。また、コミュニティとして、或いは、複数の事業者が連携して、ごみ減量化

に向けた取組を行うことも非常に重要です。 
ごみゼロ社会の実現ためには、ごみを自らの問題と捉え自発的に行動する人づ

くり、地域の課題を解決しようと主体的に行動する人づくりを進める必要があり

ます。また、地域のごみ問題は地域で考え、地域のビジョンの実現に向け各主体

が協働していくための人材、絆を育てていく必要があります。 
そのためには、環境学習や環境教育の進め方を工夫することが重要です。 
ごみ問題は、自分の生活との関わりの中で理解しないと、いくら学習してもご

み問題を自分のこととして考えられませんし、価値観も変わりません。このため、

体験や実践といった視点が重要です。例えば、今の子供たちは、質的に豊かな生

活や環境配慮型のライフスタイルといっても、体験したことがなくイメージもで

きないことから、例えば、20 年後のライフスタイルをある程度まとまった期間

の中で体験させるプログラムの実施なども考えられます。 

また、環境学習・教育と言えば、「小学校の教育」となりがちですが、いろん

な成長過程で、中学校でも高校でも大人になっても環境学習や環境教育は必要
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です。また、単発的ではなく、継続的に進めることが大切です。このため、そ

れぞれの年代に応じたプログラムの開発などが必要です。或いは、「ごみを出さ

ないで！」という直接的な啓発だけではなく、日本人が持っていた「ものを大

切に長く使う文化」を再認識させるような教育の仕方も必要です。学校におけ

る環境教育についても、既存の環境教育プログラムのレベルアップや通常の授

業の中に環境、ごみの視点を少し取り入れるということでも大いに意味があり

ます。 

一方、人材育成を進めても、地域でそうした人たちが十分生かされていない

という現状があります。このため、育成した人材の地域での受け皿の確保や活

動のサポートが重要です。 
現在、三重県環境学習情報センターでは、「環境学習の拠点」として様々な取

組を実施していますが、環境学習等の対象の拡大やプログラムの充実といった

課題に対処していくことが求められています。このためセンターの機能の強化

と事業の充実を進める必要があります。 
また、ごみゼロの取組を核とした地域のネットワークを広げていくことも大切

です。このため、こどもエコクラブなど地域とのネットワークを持つ既存の組織

と連携・協働を積極的に進めていく必要があります。 
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３ 基本方向ごとの取組 
 

プランの目標を達成するための具体策として、基本方向ごとの取

組を提案します。 

この取組は、ごみゼロ社会の実現に向けた取組の基本的な視点と

９つの基本方向に沿って、市町村、県、住民、事業者、団体が推進

すべき取組について、総合的・体系的に整理したものです。 

取組ごとに、その具体的な内容と各主体の役割分担を示すととも

に、先進的な取組を中心に事例を掲載しています。 

取組を進めるにあたっては、これらの事例を参考にしつつ、各主

体の実情や地域の特性等に応じて、効果的、計画的に取り組んでい

く必要があります。 

また、現段階では、アイデアのレベルにとどまっている取組もあ

りますが、プランを推進していく中でその内容をさらに煮詰め、で

きるものから順次具体化するなど、段階的に取り組むことを想定し

ています。 

さらに、このプランに掲げた取組以外でも、目標達成に有効な取

組であれば積極的に取り入れるとともに、新しい良いアイデアがあ

ればその具体化を進めていきます。 
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１ 取組の内容 
（１）拡大生産者責任と費用負担のあり方についての調査研究の実施 

拡大生産者責任と製品、容器等がごみとなったときの再資源化等に係る費用

負担のあり方について、日本での法制度の現状・課題を整理し、基本的な考え

方や今後の方向性に関する調査研究を実施します。 

 
（２）拡大生産者責任の徹底に関する具体的な方策についての調査検討 

ごみゼロプランの推進にあたり、拡大生産者責任の徹底に関する具体的な方

策について、地域独自の取組の可能性なども含め、ステークホルダーとの協議

を行いながら調査検討を行います。 

 
（３）国、業界への提言 

拡大生産者責任の徹底のための具体的な方策の早期導入について、必要な提

言を国、業界へ行います。 

 
（注）＊４ 「ＮＰＯ･団体」は、自治会・子供会・ＰＴＡ等の地縁型団体や地域の特定課題の解決に取

り組む市民活動団体など“地域住民組織”をはじめ、各種ボランティア団体、ＮＰＯ法人、社

会福祉協議会、財団等公益法人などを含んでおり、広く民間非営利の団体を意味する。 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 調査研究への協力 
県 調査研究の実施 
住民  － 
事業者 調査研究への協力 

NPO・団体*4  － 

 役    割 
市町村 調査研究への協力 
県 調査研究の実施 
住民  － 
事業者 調査研究への協力 

NPO・団体*4  － 

 役    割 
市町村  － 
県 国、業界への提言 
住民  － 
事業者  － 

NPO・団体*4  － 

拡大生産者責任の徹底 

拡大生産者責任と費用負担あり方の検討 
基本取組１－１ 

基本方向１ 
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１ 取組の内容 
 
（１）拡大生産者責任に基づく事業活動の推進 

● 拡大生産者責任の考え方を取り入れ、製品等の製造や流通、消費段階にお

いて排出する廃棄物をできる限り少なくするための工夫や、長期に使用でき

る製品の開発、修理体制の充実を進めます。 
● 自らが生産、販売したものが廃棄物となったものについて、自らの取組や、

県民、行政等との連携により、資源化を進めるための回収ルートの構築やリ

サイクル技術の開発を進めます。 
● また、市町村での処理が困難な廃棄物について、業界の自主的な取組によ

る回収システムの構築を進めます。 

 
 
（２）行政における拡大生産者責任に基づく取組の促進 

● 奨励的手法やベストプラクティスに関する情報発信等により、事業者が取

り組みやすい環境を作ります。 
● 拡大生産者責任に資する取組のモデル事業を、事業者と協働で実施します。 
● 製造段階において製品等が将来廃棄物となることを抑制するための技術

や、製品の循環的利用を促進するための技術等に関する調査研究に、県内

の企業、大学等と協働で取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村  － 
県  － 
住民  － 
事業者 拡大生産者責任に基づく事業活動の推進 
NPO・団体  － 

 役    割 
市町村  － 

県 拡大生産者責任に基づく取組促進のための啓発、情報発信、調査

研究 
住民  － 
事業者 拡大生産者責任に基づく事業活動の推進 
NPO・団体  － 

拡大生産者責任の徹底 

拡大生産者責任に基づく取組の推進 
基本取組１－２ 

基本方向１ 
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１ 取組の内容 
 
（１）事業系ごみの処理実態等の把握 
   県内の事業系ごみについて、事業者からごみがどのように分別・排出されて

いるかなど、処理場に搬入されるまでの実態について把握し、より効果的な減

量化施策の構築を進めるため、事業系ごみの業種ごとの排出の状況、処理の方

法や家庭系ごみへの混入状況などに関する詳細な実態調査を行います。 
  《取組イメージ》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）事業系ごみ適正処理システムの検討・整備 

 少量の事業系ごみの排出者が事業系ごみとして排出しやすい処理システムに

ついて検討を行い、事業系ごみが適正に処理されるシステムとして整備を進め

ます。 
併せて、事業系ごみの家庭系ごみへの混入を防ぐため、事業者に対して、排

出するごみは許可業者等にその処理を委託するなど、市町村の基準に沿ってご

みを適正に処理するよう指導を徹底します。 
また、事業系ごみの収集運搬に携わる業者は、事業系ごみの適正な収集・運

搬に努めるとともに、その状況などについて管理し、積極的な情報公開に進め

ます。 
 

 役    割 
市町村 調査の実施、減量化施策の検討 

県 モデル的に実施する場合、市町村との共同調査 
市町村に対する他事例の情報提供 

住民 ― 
事業者 調査への協力 
NPO・団体 ― 

事業系ごみの総合的な減量化の推進 

事業系ごみ処理システムの再構築 
基本取組２－１ 

基本方向２ 

事業系ごみの処理実態調査の項目例 

 

１ 事業所の概要 

業種、事業所形態、事業所規模、社員食堂の有無、住居の併設状況 

２ ごみ処理や再資源化の状況 

   ごみ処理方法、分別方法、ごみの種類別排出量・資源化量 

３ ごみ減量化、再資源化の取組等 

経営方針における位置付け、取組状況、課題 

４ ごみ処理費用 
５ 行政に期待する支援策 
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《取組イメージ》 

●事業系廃棄物減量化計画書の例 

事業系廃棄物減量計画書            単位 トン 

前年度処理量 (実績 ) 本年度処理量 (予定 ) 
廃棄物の種類  

排出  再生  処理区分  排出 再生  処理区分  

A：再利用対象物              

 紙 1：機密文書              

 紙 2： OA 上質紙              

 紙 3：中間紙              

 紙 4：新聞              

 紙 5：雑誌              

 紙 6 ダ ボ              

 蛍光管              

 燃えるごみ              

 燃えないごみ              

 粗大ごみ             

B0：合計              

T0：総合計 (A0＋ B0)             

TR：総再生率    ％     ％    

             

 
 

（３）事業系ごみ排出者の届出指導等 
   多量排出事業者とともに、事業者の大部分を占める中小事業者も併せて排出

者責任の認識を促し、ごみの減量化や再資源化に配慮した事業活動を促進する

ため、廃棄物処理法第 6 条の 2 第 5 項に基づく、多量排出事業者に対する減量

化計画策定の指示、並びに計画的な立入指導などを実施するとともに、中小事

業者に対しても、それに準じて届け出を義務づけるなど積極的に指導を行いま

す。 
さらに、新たに事業を始めようとする者に対しては、建築確認申請などの機

会を捉えて、あらかじめ事業内容やごみの排出量、ごみ質、資源ごみの保管場

所等の届出を指導するなど、きめ細かい対策を講じます。 
【届出の種類（例示）】 
① 廃棄物・資源化物保管場所設置届 
② 事業系ごみの管理責任者設置届 
③ 事業系ごみの減量化・資源化にかかる計画書 

 役    割 

市町村 少量事業系ごみ排出者の適正処理を促す処理システムの検討・整備、

事業者への指導の徹底 
県 一般廃棄物に係るマニフェスト制度の検討・提案及び導入の支援 
住民  － 
事業者 事業系ごみの適正処理 
NPO・団体  － 
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④ 事業系ごみの減量化・資源化にかかる実績報告書 
 

 
（４）適正なごみ処理料金体系の構築 

事業系ごみの焼却施設への持ち込み手数料等について、実際の処理コストに

見合う料金設定であるかどうかなどを検証し、格差が生じている場合には、周

辺市町村の料金設定も考慮したうえで是正するなど、適正な料金体系の構築に

努めます。併せて、事業系ごみに対する指定ごみ袋制など、より効率的な料金

徴収の仕組みについて検討し、導入を進めます。 
その際、料金の値上げに伴う家庭系ごみへの混入増加など、料金体系の変更

により生じるマイナスを防ぐために、必要な対策を併せて講じることが重要で

す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 届出制度の創設、届出等受理、指導、立入調査等の事務 
県 標準的な届出制度のガイドライン整備、他事例等の情報提供 
住民  － 
事業者 届出、立入調査への協力 
NPO・団体  － 

 役    割 

市町村 処理コストの把握、料金体系の見直し・改善、効率的な料金徴収

の仕組みの検討・導入 
県 標準的なコスト計算手法等の提供 
住民  － 
事業者 適正な料金負担、廃棄物の減量・資源化対策の実施 
NPO・団体  － 

※事業系ごみの処理単価と処理手数料の比較方法 
市町村の焼却施設について見た場合、事業系ごみ搬入時の処理手数

料の単価が、実際の焼却ごみの処理単価と同等であることが望まし

い。 
焼却ごみの処理単価（円/kg）〔A〕  事業系ごみの処理手数料（円/kg）〔Ｂ〕 
〔Ａ〕：「焼却施設整備費の償却分、維持管理に要する経費、焼却灰の処理費用など

焼却処理に係る総コスト」÷「総焼却ごみ量」
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  １ 取組の内容 
 
（１）一般廃棄物処理計画における減量化方針等の確立 

事業系ごみの減量化、再資源化を総合的、計画的に進めるため、一般廃棄

物処理計画において、事業系ごみに関する数値目標等を設定するなど、その

減量化方針を明確にしたうえで、具体的な施策を実施していきます。 
なお、事業系ごみの減量化の数値目標については、市町村における事業系

ごみの実態及びごみゼロ社会実現プランにおける排出削減目標を踏まえて、

設定するものとします。 
 
 
 
 

 
（２）事業所内教育の推進 

個々の事業所において排出者責任の考え方を浸透させ、ごみ減量化の自主的

な取組を推進するため、企業の社会的責任や環境保全活動等について、事業所

内での従業員等を対象とした学習会の実施やＱＣ活動などを進めます。 
 《取組事例》 

【取組主体】（株）リコー福井事業所 

【取組概要】 ㈱リコーでは、企業精神に基づいて定められた理念により、1992 年に「環境綱領」

を制定。福井事業所では、綱領を受けて事業所の環境方針を打ち出し、社員に周知徹底する

とともに、リコーグループ内はもとより、社会に対するコミットメント（公約）として位置づけ、環境報

告書やホームページに掲載するなどしている。主な取組は、以下のとおり。 

◇環境保全活動の基盤と領域 

事業所の環境保全活動は、「省エネルギー」「省資源・リサイクル」「汚染

予防」「安全衛生」を加えた４つの柱からなる。その４つの柱を支えるツー

ルとして、①組織と情報の整備、②環境マネジメントシステム、③グリー

ンパートナーシップ、④環境会計、⑤環境技術開発、⑥環境教育・啓発、

⑦コミュニケーション、⑧環境社会貢献の８つの基盤がある。 
◇環境マネジメントシステム 

ＩＳＯ１４００１については、95 年から所得に向けた活動を行い、97 年に認証を取得した。上

記８つの基盤について、ＰＤＣＡのサイクルをきちんと回している。 

◇省資源・リサイクル活動 

    役    割 
市町村 必要に応じ一般廃棄物処理計画に事業系ごみ対策を位置づける 
県 事業系ごみ減量化対策と目標数値設定資料等の提供 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 

事業系ごみの総合的な減量化の推進 

事業系ごみの発生・排出抑制 
基本取組２－２ 

基本方向２ 

    
     

 
一般廃棄物処理計画で事業系ごみに

係る数値目標を設定している市町村数 
5 市 4 町（H16 年 12 月現在） 

ごみゼロ推進室調べ 
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98 年にごみゼロレベルⅡを達成、リコーグループ初のごみゼロ工場となり、99 年にはごみ

ゼロレベルⅢを達成した。発生したものを再資源化するだけでなく、生産活動の様々な過程

での効果的で環境負荷の少ないごみゼロ活動として、５Ｒ活動を展開している。 

＊５Ｒ活動・・・REFUSE（ごみになるものは買わない活動） 

RETURN（購入先に戻せるものは戻す活動） 

REDUCE（廃棄物を限りなく出さない活動） 

REUSE（再使用できるもの徹底して使い切る活動） 

RECYCLE（積極的な再資源化活動） 

◇コミュニケーション 

環境保全委員会を事業所内に設置・運営し、推進上の問題点の協議や周知徹底を図っ

ている。１４年度は、全社員、協力会社を対象に環境意識調査、啓発活動を実施。事業所へ

の来訪者に対しても積極的に情報を開示。2001 年の案内実績は、１４６件、２２０６名。事業

所内に情報発信コーナーを設け、社員だけでなく、来訪者への広報にも活用。 

◇環境教育・啓発 

地域に密着した環境経営を目指し、近隣小学校の児童を対象に「自然教室」を開催。 

 
（２）環境マネジメントシステム ISO14001 の取得促進 

ごみの減量化を含めた事業者の自主的な環境負荷低減の取組を促進するため、

小規模事業者においても取り組みやすい環境マネジメントシステムの制度を構

築・普及するなど、企業等の ISO14001 の導入を支援します。 
※ 県内の ISO14001 認証取得企業数 ６５２企業 （平成 16 年 9 月末時点） 

《取組事例》 
三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム「みえ・環境マネジメントシステム・ス

タンダード（Ｍ－ＥＭＳ）」の概要   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 必要に応じ一般廃棄物処理計画に事業系ごみ対策を位置づける 
県 事業系ごみ減量化対策と目標数値設定資料等の提供 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 
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（３）自主情報公開制度の推進 
産業廃棄物の分野では、事業者が廃棄物の処理実績及び管理計画を自主的

に公開する制度がごみの減量化に効果を上げていることから、多量排出事業

者による減量化計画や各種届出書に関する自主情報公開制度の運用を推進

します。 
自主情報公開する内容は、住民が閲覧しやすいよう書類を整理するととも

に、インターネットを活用した情報提供に努めます。 
また、制度の活用を促進するため、ごみの減量化等について優れた実績を

あげた優良事業者を顕彰し公表するなど、事業者にとってもメリットのある

施策を併せて講じます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 事業者に対する減量化等の指導 
県 ISO14001 認証取得に関する事業者支援 
住民  － 
事業者 認証取得とごみの減量化対策の実施 
NPO・団体  － 

 役    割 
市町村 自主情報公開制度の運用 
県 標準的な自主情報公開制度の構築 
住民  － 
事業者 同制度に沿ったごみに関する情報の自主的な公開 
NPO・団体  － 

情報公開の項目例 
（１）事業概要：事業内容、従業員数（製造業）、廃棄物排出量、施設配置図等 
（２）適正管理に係る基本方針 
（３）管理体制・社内ルール 
（４）適正管理に係る現状 
（５）適正管理対策：目標年度、計画目標値、対策概要 
（６）目標達成状況  
（７）関連推進事項：環境マネジメントシステムの構築、教育・研修等 
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  １ 取組の内容 
 
（１）業種別ガイドラインの作成 

事業者が、飲食店やオフィスといった個々の事業形態に応じて、効果的な取

組を進めるため、業種ごとに減量化のための具体的な対策や目標値を明記した

ガイドラインを作成します。 
 
 
 
 
 
 
 

《取組事例》 
●相模原市の事業系ごみ対策 

  神奈川県相模原市（H16.4 現在人口約 62 万人）では、16 年 3 月に策定した「市民・事業者・行

政のごみ減量化・資源化行動指針“さがみはら・ごみダイエットプラン”」において、事業系ごみに

ついて減量目標を定めるとともに、各業種の特性に応じた排出量の減量目標を「業種別ガイドライ

ン」として設定し、業種別の取組メニューを示した。同 4 月には「事業系ごみ対策課」を設置。 

（ごみダイエットプランからの抜粋） 

（１） 減量目標の考え方：事業系ごみ総量で、年間７，０００ｔ以上の新たな減量化・資源化を目指す。 

  減量目標（ｔ） 取り組み内容 

事業系ごみの
減量化 

5,000 
・業種ごとの特性に応じた減量化・資源化、食品リサイクル法の施行に
伴う事業系生ごみの減量化、事業系ごみ適正排出の徹底 

剪定枝のリサ
イクル 

2,000 ・事業活動から発生する剪定枝の資源化 

計 7,000   

（２） 業種別ガイドラインの設定：事業系ごみの減量化・資源化及び適正処理を推進するため、業種

ごとの特性に応じた減量行動の目標となるガイドラインを設定します。 

［ガイドライン設定の基本的な考え方］ 
第１段階  これから本格的に減量化・資源化に取り組む事業者が目指すレベル 

第２段階  現時点である程度の取り組みを実施している事業者が目標とするレベル 

取組の
目安 

第３段階  第２段階を達成した事業者が目標とするレベル 

［業種別のガイドライン］ 

排出量の目標 排出量の目標 
建築物用途 

第１段階 第２段階 第３段階
建築物用途 

第１段階 第２段階 第３段階

事務所 50% 30% 20% 劇場・娯楽施設 65% 50% 30%

店 舗 50% 30% 20% 工 場 65% 45% 30%

飲食店 55% 40% 25% 倉 庫 50% 30% 20%

旅館その他宿泊施設 60% 50% 35% 保健・福祉施設 60% 45% 30%

金融・保険業 55% 35% 20% 病 院 70% 50% 40%

学 校 75% 55% 40% その他 45% 30% 15%

事業系ごみの総合的な減量化の推進 

事業系ごみの再利用の促進 
基本取組２－３ 

基本方向２ 

業種別ガイドラインの項目例 
１ 事業系ごみの実態調査結果、事業系ごみの全体像 
２ 一般廃棄物処理計画に基づく事業系ごみの減量目標値 
３ 業種別の減量目標値 
４ 業種別、廃棄物の種類ごとの具体的な取組 
５ 記録、報告等 
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［減量化率及び資源化率］ 
ア 対象品目（１１品目）  

新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ＯＡ用紙、その他紙類、びん類、かん類、生ごみ、木くず、その他 
イ 設定の考え方  
・ 減量化しやすい品目（段ボール、ＯＡ用紙）、特に減量を促進したい品目（その他紙類、生ごみ、木
くず、その他ごみ）に対して、減量化率を設定。 

・上記減量化率は全業種に設定せず、品目ごとに発生量を勘案し、対象業種を限定 
・資源化率については、品目ごとにすべての業種に設定 

ウ 設定率 

減量化率 その他ごみ 0％、その他紙類・木くず 10％、その他の品目 20％ 
第１段階 

資源化率 
その他紙類・その他ごみ 0％、木くず 10％、生ごみ 20％、ＯＡ用紙 30％、段
ボール 70％、その他の全品目 80％ 

減量化率 その他紙類・木くず 20％、その他の品目 30％ 

第２段階 
資源化率 

その他ごみ 0％、その他紙類 10％、木くず 20％、生ごみ 30％、ＯＡ用紙
80％、その他の全品目 90％ 

減量化率 木くず 30％、その他紙類 50％、その他の品目 40％、 

第３段階 
資源化率 

その他ごみ 0％、その他紙類・木くず 30％、生ごみ 40％、その他の全品目
100％ 

 

 
（２）事業系ごみの再資源化推進 

(ア) 飲食店、スーパー、旅館等から発生する生ごみは、均質で一定量がまとま

って排出されるため、効率的、効果的な再資源化が期待できることから、事

業系生ごみの堆肥化・肥料化等を進めるため、生ごみ堆肥化等に関する県内

各地の市町村、住民、事業者、NPO 等における様々な取組の実績を生かしな

がら、堆肥から生産する農産物の地産地消など、地域と一体となった取組を

推進します。 
(イ) オフィスから排出される紙ごみのうち、少量で再資源化率の低いＯＡ用紙

や新聞、段ボール以外の紙類の再資源化を進めるため、市街地や工業団地に

おいて、中小規模の事業者等による「オフィス町内会」のような取組を推進

します。 
《取組事例》 
 ■中小・零細企業の連携による古紙リサイクル(オフィス町内会) 

 【概要】一定の地域の中小事業者同士で事業所から出る紙ごみを効率よく回収、リサイ

クルする方法として「オフィス町内会」が注目されています。これは、趣旨に賛同す

る事業所でオフィスから排出される紙ごみを分別保管しておいて、共同でチャーター

したトラックにより毎月 1 度ルート回収を行うものです。1 事業所だけでは取りに来

てくれなかった少量の紙ごみも、オフィス町内会に参加する事業所が 20 程度集まれば、

2 トントラック 2 台分ぐらいになるので効率よく回収できます。また、各事業所の軒

先までトラックが回収に来るので、集積所まで各自が持ち込む回収方式に比べて、各

事業所の人的負担が軽減されます。 

＜北区オフィス町内会の半年間の実績＞ 

 名古屋市の北区で始まったオフィス町内会は、現在、特定非営利活動法人オフィ

 役    割 
市町村 ガイドラインに基づく事業者の指導 
県 業種別なガイドラインの策定 
住民  － 

事業者 ガイドライン策定に対する協力 
ガイドラインに基づいたごみ減量の取組 

NPO・団体  － 
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スリサイクルネットワークとして、名古屋市内を広域的にカバーし、事業系古紙のリ

サイクルを推進しています。 

 平成 12 年 4 月から、事業者は名古屋市に一般廃棄物を回収して貰うために、45 リ

ットルの専用ゴミ袋(ピンク色)一袋当たり 189 円の手数料が掛かります。この 189

円は「名古屋市事業系一般廃棄物処理手数料納付券」というシールを購入してゴミ袋

に貼り付けることで支払われます。10 リットルの小さい袋の場合は 42 円です。 

 名古屋市は平成 11年 2月より資源化可能な紙ゴミを市の焼却施設へ搬入すること

を禁止しているので、古紙をこの専用ゴミ袋に入れてシールを貼って出しても回収し

ませんが、仮にこの袋に古紙を詰め込んだら何キログラムぐらい入るのでしょうか。

きちんと折り畳んだ新聞紙で実験すると 12～13 キログラム入ったという報告もあり

ますが、それだけ詰め込むと持ち上げるときに袋が破けてしまうようなので、実際に

は 5～6キログラムというところでしょう。 

 仮に 6キログラム 189 円とすると、1キログラム当たりの処理費用は 31．5 円にな

ります。無理に詰め込むと 13 キログラム 189 円として 14．5 円です。北区オフィス

町内会の 6 ヶ月間の実績は、1 回 2,000 円で延べ 136 回収集して合計 19,850 キログ

ラムの古紙を再生したので、1 キログラム当たり 13．7 円の処理費用で済みました。

オフィス町内会は古紙を燃やしたり埋めたりせずに、きちんと再生するにも関わらず、

行政よりも処理費用が安く効率が高いのです。 

※出典：オフィスリサイクルネットワークＨＰ（http://www.nihon-houchiki.co.jp/office/） 

  
(ウ) 機密書類などファイル等に綴じたままの用紙類やプラスチックや金属が混

在した紙ごみの再資源化を進めるため、製紙業界と連携しながらミックスペ

ーパーの再資源化などに取り組みます。 
 
(エ) 事業系ごみの再資源化についての産学官の連携による技術開発や調査研究

を進めるため、ごみ減量化をテーマとして産学官の情報交流の取組などを実

施します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 役    割 

市町村 事業者等への情報提供や技術的支援、事業者間の連携・交流の促

進 

県 事業者等への情報提供や技術的支援、広域的な流通ルートの構築、

技術開発や調査研究における産学官の連携・交流の促進 
住民 堆肥の利用、農産物の地産地消への協力 

事業者 生ごみ、紙ごみの再資源化システムの整備、事業者間の連携・交

流の推進 
NPO・団体  － 
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１ 取組の内容 
（１）フリーマーケット等の開催 

家庭で使わなくなった不用品の有効利用を進めるとともに、不用品の再使用

等に対する県民の関心を高めるため、フリーマーケットやバザーなど住民自身

が気軽に参加できる不用品の再使用のための取組を県内各で積極的に展開しま

す。 
 

 
《取組事例》 
◆特定非営利活動法人ＭＦＡの取組 
【取組主体】特定非営利活動法人ＭＦＡ 

【概要】四日市市を拠点に、市、事業者、商店街等と連携しながらフリーマーケットを開催

している。なかでも四日市ドームで開催する「フリーマーケット in 四日市ドーム」は県内

最大級のフリーマーケットで、７００ブース、来場者１万名を超える一大イベントとして、

年３回程度開催され、地域に定着した感がある。 

ＭＦＡでは、誰でも簡単に出店できるよう、ホームページからいつでも申し込めるよう

にする一方、出店者が偏るとか、固定化しないよう会員制を廃止し、ＤＭ等による出店案

内や過去の出店者への優遇措置は設けず、出店は先着順となっているため、毎回、新規出

店者が多くなっている。 

なお、来場者の多い「フリーマーケット in 四日市ドーム」では、スタッフによる分別指

導やデポジットコーナーの設置など、ごみの減量・リサイクルに係る啓発にも努めている。 

 
（２）不用品リサイクル情報の提供及び利用促進の仕組みづくり 

家庭で使わなくなった不用品の有効利用をより効率的、広域的に進めるため、

市町村の広報やホームページ等を通じて不用品のリユースやリサイクルに関

する情報を広く提供するとともに、譲りたい物がある人と譲って欲しい物があ

る人双方のニーズを上手くマッチさせることができる情報交換の仕組みづく

りなどに取り組みます。 

 役    割 

市町村 フリーマーケット等の開催、会場提供等の支援、開催等に係る情

報提供 
県 不用品の有効利用に係る啓発、会場提供等の支援 
住民 フリーマーケット等の活用（出店及び中古品の購入・使用） 
事業者 会場提供等の支援 
NPO・団体 フリーマーケット等の開催・出展 

 役    割 
市町村 不用品のリサイクルに関する情報提供、情報交換の仕組みづくり 
県  － 
住民 不用品の提供及び活用 
事業者 不用品のリサイクルに関する取組への協力 
NPO・団体 不用品のリサイクルに関する情報提供、情報交換のしくみづくり 

リユース（再使用）の推進 

不用品の再使用の推進 
基本取組３－１ 

基本方向３ 
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《取組事例》 
◆津市の不用品リサイクル情報の取組 
【取組主体】津市 

   【概要】津市では、市のホームページを通して「不用品リサイクル情報」を提供し、ベビー 

     用品、家具、機械器具等様々な不用品交換の場を設けている。システムの利用者はホーム    

     ページから譲りたい物や譲って欲しい物を登録すればよく、市民交流課が橋渡しの役割を 

     果たしている。 

 
（３）不用品再使用のための修理、リフォーム等の推進 
リサイクルプラザなど不用品のリサイクル等を推進するための公共施設において、

修理教室、リフォーム教室等の開催やリサイクル関係情報の収集・発信を行うとと

もに、粗大ゴミとして収集した家具やおもちゃ等を修理・再生し販売するなど、リ

サイクルの実践活動を進めます。 
 

 
《取組事例》 
◆伊勢市広域リサイクルプラザの取組 
【取組主体】伊勢市広域環境組合（伊勢市広域リサイクルプラザ） 

   【概要】伊勢市広域リサイクルプラザでは、不用品の修理・販売により、再使用を進めると 

   ともに､再使用、再生利用に係る様々なイベントや教室を開催し、地域住民への啓発にも 

   努めている。 

 

（４）リサイクルショップ等の活用 
家庭で使わなくなった家具等を修理、再生のうえ、商品として安価で提供する

リサイクルショップ等の活用を進めます。 
 

 
《取組事例》 
◆日永カヨーの取組 
【取組主体】日永カヨー 

   【概要】日永カヨーでは、ショッピングセンター内にリサイクルショップ「ハル」を設け、 

  環境貢献の一環としてリサイクル・リユース事業を手がけている。 

 役    割 
市町村 修理教室、リフォーム教室の実施、不用品の修理・販売 
県  － 
住民 修理教室、リフォーム教室への参加、再生品等の購入 
事業者  － 
NPO・団体 修理教室、リフォーム教室等の実施 

 役    割 

市町村 リサイクルショップ認定制度等利用促進のための仕組みづくり、

リサイクルショップに関する情報発信 

県 リサイクルショップ認定制度等利用促進のための仕組みづくり、

リサイクルショップに関する情報発信 
住民 リサイクルショップ等の活用 
事業者 リサイクルショップの運営 
NPO・団体 リサイクルショップの運営 
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◆ひの市民リサイクルショップ「回転市場」 

【取組主体】市民団体「回転市場」 

【概要】市民から無償提供された中古衣類等の販売を通して「ものの大切さ」など生活の

見直しを普及する市民団体自らの取組。 

平成 4年 7月 9日消費者運動連絡会の事業として設立され、平成 13 年から「回転市場」

として独立し、現在のスタッフは 43 名で年間 240 日程度営業している。 

取扱い品目は、①中古衣類、②食器他日用雑貨品、

③古本、④石鹸製品及び⑤市リサイクル事務所から

の本箱、椅子などのリサイクル品であり、①～③に

ついては、市民から無償提供されている。販売単価

は50円～400円程度と非常にリーズナブルであり、

30 代の主婦層を中心に利用されている。 

【進捗等】平成 13 年度の売上げ金は約 760 万円、売上げ

点数 45,000 点と市民に有効に利用されている。回

転市場では、中古衣類などの販売・回収を通じて、

これまでの「使い捨てのくらし」から、「物を大切

にするくらし」「ごみを買わないくらし」「ごみを出

さないくらし」に変えていこうと呼びかけている。 

 また、売上金の一部を利用し、「ごみの旅」や「21

世紀の地球」などの環境啓発冊子を作成し、小学校

や市民に配付している。 
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１ 取組の内容 
（１）既存のリターナブル容器製品のＰＲ等利用促進 

ビールびんや一升瓶びんなど既存のリターナブル（リユース）容器のシステムの活用を進

めるため、環境保全等の観点からリターナブル容器の優れたところや利用の必要性などを幅

広くＰＲします。 

また、宅配サービスなど流通販売事業におけるリターナブル容器の利用を推進するととも

に、軽量で耐久性のあるリターナブル容器の開発・普及などを進めシステムの利便性を高め

ることにより、リターナブル容器を使用する製品の利用を拡大していきます。 

 
（２）新たなリターナブル容器システムの構築 

現在は再生利用、又は、使い捨てされている飲料容器等について、リターナブル容器へ

の転換を進めるため、新たなリターナブル容器システムの構築に関する調査検討を行い、で

きることから順次具体化し、持続可能な経済社会のシステムとして構築していきます。 

 

《取組事例》 

●南九州における９００ｍｌ茶びんの統一リユースモデル事業 
【取組主体】社団法人環境生活文化機構 

【概要】南九州地区で主に焼酎の販売等に使用されている容量 900ml の茶びんに統一規格を

導入し、回収システムを確立することにより、これまで規格がバラバラで 1 回の使用で

廃棄されていたびんのリターナブルシステムを構築する取組。 
 
（３）リユースカップ・システム等の推進 

テーマパークやスポーツ施設等で大量に発生する使い捨て容器ごみを減らす

ため、県内各地の集客交流施設、公共施設等において、リユースカップの使用

やリターナブル容器を使った商品の販売を積極的に進め、施設運営システムと

して定着させます。 

 役    割 
市町村 リターナブル容器の良さなどのＰＲ 
県 リターナブル容器の良さなどのＰＲ 
住民 リターナブル容器の積極的な利用 

事業者 流通販売事業者：リターナブル容器製品の積極的な販売 
メーカー：軽量で耐久性のあるリターナブル容器の開発・普及 

NPO・団体 リターナブル容器の良さなどのＰＲ 

 役    割 
市町村 新たなリターナブル容器システムの構築に対する支援・協力 
県 新たなリターナブル容器システムの構築に対する支援・協力 
住民 リターナブル容器の積極的な利用 
事業者 新たなリターナブル容器システムの構築、取組への支援・協力 
NPO・団体 新たなリターナブル容器システムの構築、取組への支援・協力 

リユース（再使用）の推進 

リターナブル（リユース）容器の普及促進 
基本取組３－２ 

基本方向３ 
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《取組事例》 

●大規模集客施設でのリユースカップシステム 

【取組主体】エームサービス㈱、（財）地球・人間環境フォーラム、環境省 

【概要】スポーツ施設やイベント会場など閉鎖的空間において、飲み物などを再使用可能

な容器に入れ、デポジット（預かり金、保証金）を上乗せして販売し、容器の返却と引

き替えに購入者にデポジットを払い戻すとともに、返却された容器を洗浄し再使用する

取組。 

大分スポーツ公園総合競技場では 15 年３月から大分トリニータのホームゲームの際、

清涼飲料水やビールなどを再使用可能なプラスチック製のコップで販売している。 

コップはポリプロピレン製で、容量 500ml。生ビール（650 円）や缶ビール（550 円）、

ジュース（250 円）に 100 円の預かり金を上乗せして販売、飲み終わったコップを戻し

た観客に 100 円を返却する。同じコップを使って飲み物をお代わりすると、代金が 50

円引きになる。導入したのは、競技場で給食サービスを一括受注しているエームサービ

ス社。同社によると、コップはドイツで使われているものを輸入、50 回まで洗浄・再

使用が可能。 

平成 15 年シーズンでは、１７試合に導入。コップの初回販売個数は約７万９千個、

回収率は年間平均で８３．５％。コップは競技場近くの弁当業者に委託し、専用の機械

で洗浄している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（４）移動食器洗浄車などリユース食器システムの整備・活用 

イベント会場等で大量に発生する使い捨て容器ごみを減らすとともに、リター

ナブル容器に関する意識を高めるため、移動食器洗浄車を整備し、県内各地で

開催されるイベントやまつり、各種大会等において活用するなど、リユース食

器をレンタルするシステムなどの整備・活用を進めます。この移動食器洗浄車

は、ごみゼロプランの啓発等にも積極的に活用します。 
また、リユース食器システムのコミュニティビジネスとしての展開を図り、経

済的にも持続可能なシステムとして定着させます。 

 役    割 

市町村 
集客交流施設等へのリユースカップ導入促進 
公共施設におけるリユースカップ・システムの導入及びリターナ

ブル容器製品の優先販売 

県 
集客交流施設等へのリユースカップ導入促進 
公共施設におけるリユースカップ・システムの導入及びリターナ

ブル容器製品の優先販売 

住民 
集客交流施設等への水筒やマイ食器の持参 
集客交流施設等におけるリユースカップシステム及びリターナブ

ル容器製品の積極的な利用 

事業者 集客交流施設等におけるリユースカップ・システムの導入及びリ

ターナブル容器製品の優先販売 
NPO・団体 リユースカップ・システムの情報発信など取組への支援・協力 
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《取組事例》 
◆仙台市のワケルモービル 
【取組主体】仙台市 

【概要】仙台市では、町内会のお祭りや学園祭等のイベントで大量に出る、使い捨ての皿や

コップを減らすため、食器洗浄車「ワケルモービル」を制作し、市内で飲食を伴うイベン

トを主催する子ども会や町内会等の地域団体、学校、ＮＰＯ等に貸し出している。 

  ワケルモービルは、丸平皿、どんぶり、コップ、箸、スプーンを１８０セット載せてお

り、同市葛岡リサイクルプラザで貸出・返却を行っている。利用者は、車両のガソリン、

食器洗浄機のプロパンガスや洗剤代の実費相当として、1,000 円を負担することとなって

いる。 

 

◆石川県のピカピカ号 
【取組主体】石川県、（社）いしかわ環境パートナーシップ県民会議 

【概要】移動食器洗浄車をリユース食器とともに無料で貸し出し、イベント

等において現地で食器を洗いながら再使用してもらう取組。石川県が民間企業

に特注し約５００万円で購入したものを、（社）いしかわ環境パートナーシッ

プ県民会議が貸し出している。年間維持費は、約３０万円。平成 13 年の夏か

ら県民を対象に貸し出しを始め、13 年度は１７会場、14 年度は２０会場で利

用された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役    割 

市町村 
市町村主催のイベント等におけるリターナブル容器の利用 
イベント等における使い捨て容器使用禁止のルール化 
移動食器洗浄車の購入・貸し出し 

県 
県主催のイベント等におけるリターナブル容器の利用 
イベント等における使い捨て容器使用禁止のルール化 
移動食器洗浄車の購入・貸し出し 

住民 イベント等における、水筒やマイ食器の持参 
イベント等におけるリターナブル容器使用への理解・協力 

事業者 事業者主催のイベント等におけるリターナブル容器の利用 
移動食器洗浄車の購入・貸し出し 

NPO・団体 

NPO・団体主催のイベント等におけるリターナブル容器の利用 
リターナブル容器利用に関する啓発活動の展開 
移動食器洗浄車の購入・貸し出し、リユース食器レンタル事業の

企画・運営 

ドイツでは早くから、ゲシル・モービルと呼ばれる移動食器洗浄車を自治体が所有し貸し出しを行
っている。例えばケルン市では、２台を所有し車は 12,000 円／日で、食器を１５０個セットで 1,800～
2,400 円／日でレンタルしている。また、車にはデポジット（預託金）３万円がかかる。市から委託を受
けた民間企業等の職員が会場まで実費で運び、終了後は引き取りに行くというシステム。 
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（５）エコイベントの推進 
イベント会場等で発生するごみを減らすとともに、さまざまなイベントを通じ

てリユース等に関する意識を高めるため、エコイベントマニュアルの普及・活用

を進めるなど三重県エコイベントシステム＊を推進します。 
 また、イベントごみの受け入れの有料化や、その収入を原資としたリユース推

進のための助成制度など手数料収入の活用方法について検討します。 
 《取組事例》 

●三重県エコイベントシステム 
三重県は県の事務活動及び事務事業について継続的な環境負荷の低減を図るため、ＩＳ

Ｏ１４００１による環境マネジメントシステムを構築し、2002 年２月にＩＳＯ１４００

１の認証を取得しました。環境目的の一つに「イベント開催に際しては、環境に配慮する」

ことを設定し、県が開催するどのイベントも環境に配慮したイベント「エコイベント」と

なるようなシステムづくりを行っています。 
【システム概要】 

 エコイベントの考え方 
・  自分たちで決めたことを自分たちで守る  
・  できることから始められるように柔軟性を持つ  
・  イベントを新しい環境への取組の実験の場として活用する  
・  イベント本来の楽しさを損なわない  
・  「エコイベントマーク」で自己宣言する  

 対象イベント 

このイベントは、不特定多数の参加者を対象として開催する式典、催し、行事等のうち、県及

び県が主体となった実行委員会が主催または共催するもので、その実施に際して県が管理で

きるイベントとします。さらに、県が後援する等のイベントについても、本県が関与できる程度に

応じて、環境に配慮したイベントとなるように主催者に協力を求めていきます。  

 エコイベントの要件 

エコイベントを開催することに伴って環境に負荷を与える要因は数多く考えられます。これら

の要因がもたらす環境への影響を最小限にするために主催者が心がけるべき事柄を大きく以

下の６項目と定め、これら６項目についての環境配慮を実施したイベントを「エコイベント」と認

定しています。 

・自然との共生 ・ゴミ ・交通 ・省エネルギー、省資源 ・環境啓発 ・運営体制  

 エコイベントの特徴 
・  県民との協働により策定したこと  
・  すべてのイベント等を対象としたこと  
・  簡単かつわかりやすい内容としたこと  
・  イベントの楽しさを失わないことをめざしたこと  
・  外部による評価を取り入れたこと  
・  絶えず改善し続けるシステムとしたこと  

 

 

 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 エコイベントシステムの導入、エコイベントの実施 
県 エコイベントシステムの運営・啓発、エコイベントの実施 
住民 エコイベントへの参加・協力 
事業者 エコイベントへの参加・協力 
NPO・団体 エコイベントシステムの導入、エコイベントの実施 
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 役    割 
市町村 リース・レンタルのサービスの積極的な利用 

県 リース・レンタルのサービスのＰＲ 

リース・レンタルのサービスの積極的な活用 
住民 リース・レンタルのサービスの積極的な利用 

事業者 リース・レンタルのサービスの提供及びその拡大 

事業活動におけるレンタルやリースの活用 

NPO・団体 リース・レンタルのサービスの提供及びその拡大 

事業活動におけるレンタルやリースの活用 
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１ 取組の内容 
（１）製品等の修理・修繕等のサービスの拡大 

製品等が故障したり、壊れたりしたとき、それをごみとして捨てなくても済むようにするため、

修理・修繕等により製品をできるだけ長く使うことができるよう製品の設計段階から配慮すると

ともに、部品の長期保存や修理・修繕等サービス網の充実、技術者の養成など、製品等の修

理・修繕等の体制整備やシステム構築を進めます。 

 

 
 

（２）アップグレード（製品の性能・機能の向上）サービスの拡大 

技術の進展に伴い製品等の性能や機能が陳腐化したり、より優れた性能や機

能を持つ製品が出てきたりしたとき、新しい製品に買い替えなくても済むよう

にするため、アップグレードが可能となるよう製品の設計段階から配慮すると

ともに、アップグレードソフトの開発やアップグレードサービスの充実、技術

者の養成などを進めます。 
 

 
 

 
 
 

 役    割 
市町村 住民に対する啓発 
県 住民に対する啓発 

住民 長期間の使用が可能な製品の優先購入、製品等の修理・修繕等の

サービスの積極的な利用 

事業者 

製品の長期使用のための設計段階からの配慮及び消費者への的確

な情報提供、部品の長期保存や修理・修繕等サービス網の充実、

技術者の養成など製品等の修理・修繕等の体制整備やシステム構

築、サービスに関する情報発信 

NPO・団体 住民に対する啓発 

 役    割 
市町村 住民に対する啓発 
県 住民に対する啓発 

住民 アップグレードが可能な製品の優先購入、アップグレードサービ

スの積極的な利用 

事業者 
製品のアップグレードのための設計段階からの配慮及び消費者へ

の的確な情報提供、アップグレードソフトの開発やアップグレー

ドサービスの充実、技術者の養成 
NPO・団体 住民に対する啓発 

リユース（再使用）の推進 

モノの長期使用の推進 
基本取組３－４ 

基本方向３ 
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１ 取組の内容 
（１）容器包装リサイクルに係る効果検証調査 

容器包装廃棄物が家庭ごみに占める割合は、容積比で約 6 割、重量比で 2～
3 割程度となっており、中でもプラスチック類、紙類が大きな割合を占めてい

ます。プラスチック及び紙製容器包装については、当該容器包装が容器包装リ

サイクル法の対象となってから 3 年しか実績がないこともあり、ガラスびん、

ペットボトル等他の容器包装と比較して、分別収集実施市町村数の割合は未だ

低い水準にとどまっています。 
このため県内市町村の容器包装リサイクル法への対応状況について調査を

行い、リサイクルセンターなど施設の必要性、収集運搬費用などの面からも検

証を実施します。 

 
≪容器包装リサイクル法の仕組み≫ 
 
 
 
                         分別排出 

 
 
                         引き取り 

                          
 
 
 
                     再商品化 義務履行（委託） 

 
 
 
 
 
                     再商品化委託 

 
 
 

 役    割 
市町村 県が実施する調査に積極的に協力 
県 容器包装リサイクルに係る効果検証調査の実施 
住民 市町村の分別基準に従い適正に排出 
事業者 市町村の分別基準に従い適正に排出 
NPO・団体 市町村の分別基準に従い適正に排出 

市

町

村

の
役
割 

消
費
者
の

役
割 

容器包装ごみの減量・再資源化  

容器包装リサイクル法への対応 
基本取組４－１ 

基本方向４ 

一般家庭 
（例）ガラスびんを色別（無色、茶色、その他）に分けて排出 

市町村 
分別収集（例）ガラスびんを色別に収集 

特定事業者 

[容器の製造等事業者、容器包装を用いて中身商品を販売する事業者等] 
（例）びんの製造メーカー、酒・清涼飲料等メーカー 

指定法人 

（財）日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会 
（例）特定事業者の義務を代行し

て市町村が分別収集したびんを引

き取って再商品化 

再商品化事業者 
（例）ガラスびんを色別に破砕してびん、タイル、ブロ

ック、舗装材料等の原材料に利用、販売 
 

小
売
店
等

を
通
じ
て

回
収 

自主回収ﾙｰﾄ 独自ﾙｰﾄ 指定法人ﾙｰﾄ 

事
業
者
の
役
割 

（
従
来
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
は
、
市
町
村
の
役
割
） 
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（３）容器包装リサイクル法の完全実施 
   容器包装リサイクル法は、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図

るとともに、資源の有効利用を図るため、平成 7 年 6 月に制定され、同年 12
月に一部施行、平成 9年 4月から本格実施されています。同法はごみについて、

市町村が全面的に処理責任を担うという従来の考え方を改め、容器包装の利用

事業者や容器の製造事業者、消費者等に一定の役割を担わせることとしました。 
   現在の県内市町村の容器包装リサイクル法への対応状況については、プラス

チック製包装容器４２％、紙製包装容器５％と低い状況にありますが、容器包

装リサイクル法の完全実施に向け、効果検証調査を実施するとともに制度改正

を含めた国への要望を継続的に行います。 

  ※ 事業者の再商品化義務の対象は、ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、

紙製容器包装 
 
≪分別収集計画≫ 
 分別収集実施市町村数 

区分 H15 年度 H16 年度 H17 年度 H18 年度 H19 年度 

無色ガラス 
3,108 

(95.9%) 

3,137 

(96.8%) 

3,148 

(97.1%) 

3,166 

(97.7%) 

3,169 

(97.8%) 

茶色ガラス 
3,109 

(95.9%) 

3,138 

(96.8%) 

3,149 

(97.2%) 

3,167 

(97.7%) 

3,169 

(97.8%) 

その他ガラス 
3,073 

(94.8%) 

3,108 

(95.9%) 

3,123 

(96.4%) 

3,144 

(97.0%) 

3,154 

(97.3%) 

紙製容器包装 
1,435 

(44.3%) 

1,574 

(48.6%) 

1,706 

(52.6%) 

1,841 

(56.8%) 

1,916 

(59.1%) 

ペットボトル 
3,027 

(93.4%) 

3,072 

(94.8%) 

3,097 

(95.6%) 

3,130 

(96.6%) 

3,132 

(96.6%) 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 
2,152 

(66.4%) 

2,355 

(72.7%) 

2,500 

(77.1%) 

2,615 

(80.7%) 

2,666 

(82.3%) 

スチール缶 
3,223 

(99.4%) 

3,226 

(99.5%) 

3,226 

(99.5%) 

3,226 

(99.5%) 

3,226 

(99.5%) 

アルミ缶 
3,225 

(99.5%) 

3,227 

(99.6%) 

3,227 

(99.6%) 

3,227 

(99.6%) 

3,227 

(99.6%) 

段ボール 
2,813 

(86.8%) 

2,847 

(87.8%) 

2,890 

(89.2%) 

2,933 

(90.5%) 

2,942 

(90.8%) 

紙パック 
2,526 

(77.9%) 

2,581 

(79.6%) 

2,657 

(82.0%) 

2,724 

(84.0%) 

2,731 

(84.3%) 

 
（環境省調べ） 

  
 

 役    割 

市町村 国の再商品化計画を勘案し、分別収集計画を策定して分別収集を

実施 

県 容器包装リサイクルの効果検証調査の実施、国への要望 
分別収集促進計画の策定 

住民 市町村の分別基準に応じた分別排出 

事業者 
・市町村が分別収集したものを引き取り、一定の方法で再商品化

する義務※を負う。（(財)日本容器包装リサイクル協会への委託） 
・市町村の分別基準に応じた分別排出 

NPO・団体 市町村の分別基準に応じた分別排出 
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１ 取組の内容 
（１）製造・流通・販売等の事業活動における工夫や改善の実施 

容器包装ごみの重量や容積を減らすため、容器・包装の製造段階において、

容器・包装の厚みや嵩
かさ

などができるだけ少なくなるよう設計や素材を工夫する

とともに、流通・販売段階において、容器包装が少量・簡素となるよう仕組み

の改善などを進めます。 

 
（２）容器・包装の削減・簡素化を促す消費活動の実践 

容器包装ごみの重量や容積を減らすとともに、事業者の容器包装の削減・簡

素化に向けた活動を促進するため、容器包装の少ない商品の優先的な購入や、

リターナブル容器の積極的な利用、簡易な包装などのサービスの選択、マイバ

ッグの持参など容器包装の削減・簡素化を促す消費活動を実践します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 啓発・ＰＲ 
県 啓発・ＰＲ 
住民  － 
事業者 容器包装の削減・簡素化のための工夫や改善の実施 
NPO・団体 啓発・ＰＲ 

 役    割 
市町村 啓発・ＰＲ 
県 啓発・ＰＲ 

住民 容器包装ごみが出ない、或いは、少なくなる製品やサービスの積

極的な購入・利用 
事業者  － 
NPO・団体 啓発・ＰＲ 

容器包装ごみの減量・再資源化  

容器包装の削減・簡素化の推進 
基本取組４－２ 

基本方向４ 
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１ 取組の内容 
（１）家庭の生ごみ堆肥化システムの構築 

家庭から排出される生ごみを堆肥化し、できた堆肥は、農家が肥料として利

用する、或いは、家庭でガーデニングなどに活用するといった「生ごみ堆肥化

システム」を構築します。    
《取組事例１》 

◆ 飯高町の生ごみ堆肥化システム 
生ごみの処理経費の削減や循環型地域社会社会の構築のため、生ごみから堆肥をつくり、

その堆肥を農家に還元して安全・安心な野菜をつくり、住民や都市部の皆さんに提供する

取組を平成１４年１月から実施している。 

※七日市地区（約１５０世帯）の場合 
    各家庭（水切りカゴ）→ ゴミステーション → 回収（委託）→ 

    一次処理（町所有設備）→ 二次処理（石川機械：安濃町）→ 農家に有料還元 

    →野菜栽培 → 野菜販売（スメール朝市） 

 

 
 
《取組事例２》 
◆滋賀県甲賀市、水口方式での生ごみ堆肥化 
【取組主体】滋賀県甲賀市（旧水口町）、㈱水口テクノス 

【概要】家庭の生ごみを町の委託業者が回収して堆肥化し、できた堆肥は種堆肥として各家庭に戻

すという循環システムを運営する取組。 

自由参加方式のシステムで、参加家庭はまず、20 ㍑の密閉型のポ

リ容器（1,380 円／個、町 1/4 補助）を購入し、生ごみと種堆肥を交互

に重ねて入れていく。たまった生ごみは、週２回の収集日に、街角の

ごみステーションに置かれた回収容器（130 ㍑）に放り込む。回収容器

の生ごみは、水口テクノスが回収し、同社のリサイクルセンターで堆肥

化する。できた堆肥は袋に詰め、種堆肥としてごみステーションへ置

いておき、住民が持ち帰るという仕組み。 

 役    割 
市町村 生ごみの収集運搬・堆肥化業務の委託、堆肥化システムの運用 
県 市町村への情報提供 
住民 生ごみ減量化意識の向上及びシステムへの積極的な参加 

事業者 

生ごみの収集運搬・堆肥化業務の実施 
農家：生ごみを原材料とする堆肥等の積極的な利用 
ＪＡ等：生ごみを原材料とする堆肥等の利用を促進、地域におけ

る有機物循環のためのネットワークの構築を推進 
NPO・団体 生ごみ堆肥化システム推進への協力、住民への啓発 

生ごみの再資源化 

生ごみの堆肥化・飼料化 
基本取組５－１ 

基本方向 5 
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【進捗等】平成 14 年４月からモデル事業として 560 世帯で実施。同年 10 月から全町に拡大し、16

年８月現在 4,130 世帯（町全体で約 12,500 世帯）が参加。（現在は、甲賀市として継続中） 

 

 

 
《取組事例３》 
◆山形県長井市方式での生ごみ堆肥化 
【取組主体】山形県長井市、レインボープラン推進協議会、山形おきたま農協、農家 
【概要】家庭の生ごみを市の委託業者が回収し、市のコンポストセンターで農業廃棄物であ

る籾殻、畜ふんと合わせて堆肥化し、できた堆肥を利用して農家が農作物を生産すると

いう地域内循環システムを運営する取組。 
生ごみを収集するのは中心市街地の５千世帯（市全体で約９千世帯）で、週２回の収

集日にごみ収集所にあるバケツコンテナ（約 40 ㍑）に出された生ごみを、市の委託業者

が回収し、コンポストセンターに搬入する。そこで、籾殻及び畜ふんと合わせ約８０日

間かけて堆肥化する。（年間処理能力：生ごみ 1,500 ㌧、籾殻と畜ふん各 500 ㌧、堆肥

生産量 500 ㌧）。堆肥は、山形おきたま農協を通じて市内の農家に販売され、農家では、

レインボープラン推進協議会独自の農産物認証制度に基づいて、安全な農作物を生産・

供給するというもの。 
 

 役    割 
市町村 生ごみの収集運搬・堆肥化業務の委託、堆肥化システムの運用 
県 市町村への情報提供 
住民 生ごみ減量化意識の向上及びシステムへの積極的な参加 
事業者 生ごみの収集運搬・堆肥化業務の実施 
NPO・団体 生ごみ堆肥化システム推進への協力、住民への啓発 
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《取組事例》 
◆戸田家の取組 

  【概要】旅館の厨房から出る数百㎏の生ごみを全量、発酵型生ごみ処理機（平成４年導

入）により堆肥化している。製造された堆肥は地元農家に提供し、生産された農作

物は「生産者の顔の見える、安全・安心な食材」として、旅館の宿泊客に提供。 
     また、地域がら、厨芥物の内容が「魚介類 50％・伊勢えび類 20％以上」という

割合で、伊勢えびの殻にはアスタキサンチン成分が多く含まれていることから、鯛

の色付けに適していると考え、調理残さの養魚飼料化について試験研究中。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）家庭での生ごみ処理機の活用 
   家庭からの生ごみの乾燥などを行う生ごみ処理機を導入し、生ごみの減量、

ガーデニング等に活用します。 

  
 
 

 役    割 
市町村 事業者に対する堆肥化事業立ち上げ支援 
県 事業者に対する堆肥化事業立ち上げ支援 
住民 堆肥等でできた作物等の購入 

事業者 

旅館等：生ごみ堆肥化システムの導入・運用、ネットワークづくり 
農家等：生ごみを原材料とする堆肥・飼料等の積極的な利用、堆肥ででき

た作物等の旅館等への供給 
ＪＡ、漁協等：生ごみを原材料とする堆肥・飼料等の利用を促進、地

域における有機物循環のためのネットワークの構築を推進 
NPO・団

体 
情報提供などネットワークづくりへの支援 

 役    割 
市町村 家庭用生ごみ処理機のＰＲ、機器の購入に対する助成 
県 減量効果の情報提供 
住民 家庭用生ごみ処理機購入・活用 
事業者 環境負荷が低く高性能な生ごみ処理機の開発 
NPO・団体 地域活動に伴うネットワークづくり 

堆肥型生ごみ発酵処理機（300 ㎏／日処理） 無農薬農園と収穫物 

生ご 化） 
養殖 鯛 生ごみ処理品を飼料化（ペレット化） 
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１ 取組の内容 
 
（１）生ごみバイオガス化に向けた調査の実施 

家庭や事業所から排出される生ごみをエネルギーとして有効利用するため、

システム設計を含めた生ごみのバイオガス化に関する調査を行います。 

 
（２）生ごみバイオガス化発電等の実証試験の実施 

上記調査に基づき生ごみバイオガス化発電等のシステムをモデル地区にお

いて試験的に導入し、ごみ減量等効果やシステムの効率性、運営に要するコス

ト、環境への影響など様々な観点から総合的に検証を行う。    

 
《取組事例》 
◆バイオガス実証試験 
【取組主体】バイオガス研究会（タクマ㈱ほか民間企業７社）、京都市、廃棄物研究財団ほか 

【概要】家庭や事業所から出る生ごみ等を発酵させてバイオガス（メタンガス）を取り出し、電力と熱

に変換して有効利用する取組。 

平成 11 年６月から平成 14 年度にかけて、実際のごみ

を用いてバイオガス化技術実証研究プラントによりガス

エンジン発電と熱回収を行う実証試験を実施。 

• 施設はスイスで開発されたもの（コンポガスプロセス）

で、技術提携している。 

• 原料となる廃棄物は、ホテルの厨芥と剪定枝、古紙。 

• 施設の処理能力は３㌧／日。発酵槽は径３ｍ×18ｍ。

建設・維持費はトータルで約 6.5 億円（うち建設費は半

分程度）。３㌧に対して 700ｋｇ（水分込み）の残渣が出

る。残渣は好気発酵させてコンポスト化することが可

能。 

• 施設内の脱臭等を除いて、化学薬品は一切不要。ま

 役    割 
市町村 調査の実施（システム設計含む）、調査への協力 
県 情報提供、技術支援等調査への協力 
住民 調査への協力 
事業者 調査の実施（システム設計含む） 
NPO・団体 調査への協力 

 役    割 
市町村 実証試験事業の実施、事業への協力 
県 情報提供、技術支援等調査への協力 
住民 事業への協力 
事業者 実証試験事業の実施、事業への協力 
NPO・団体 事業への協力 

生ごみの再資源化 

生ごみのエネルギー利用 
基本取組５－２ 

基本方向 5 
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た、メタン菌の補充も不要。焼却に比べて、維持管理（運転）は容易といえる。 

• バイオガス生産能力は、ごみ３ｔに対して 300Ｎｍ3＝690kwh。プラント消費電力は 80kwh／ご

み㌧なので、３㌧で 450kwh の電力供給が可能である。 

【進捗等】 

当初の事業は、それなりの実

証試験データが得られ 15 年３

月に終了。その後、京都市の

依頼を受け、生分解性プラス

チックのトロ箱（魚箱）と中央卸

売市場の野菜屑を使ったバイ

オガス回収実験を行った。また、

実用プラント第一号機として京

都府園部町（カンポリサイクル

プラザ）に処理能力 50ｔ／日の

プラントを建設し、操業中。メタ

ンガスを取り出して町の公用車

の燃料とするほか、発電、堆肥

化も行う予定。 
 

◆「液肥＋バイオガス」化システム 

【取組主体】福岡県大木町、クボタ㈱、長崎大学、福岡県 

【概要】生ごみからバイオガスと液肥を生産し、バイオガスはエネルギー利用し、液肥は稲作に活用

する取組。 

大木町では平成 13 年度から、実証事業の位置づけで「大木町有機物循環事業」に取り組んで

いる。福岡県リサイクル総合研究センターとの共同研究事業として実施しているものであり、事業

期間は、平成15年度までの３年間。事業費は、県から１００％補助（上限１千万円）を受けている。

生ごみの収集方式は、バケツ（家庭）からバケツ（ごみ集積所）へ移し替える長井市方式を採用。

５地区でモデル的に実施したが、７～８割の住民が、この事業に賛同している。臭いを気にする人

も少なかった。実証プラントは、クボタから無償提供されたもので、200kg／日の処理能力。 

液肥は、水稲栽培に利用することで、家畜糞尿由来の堆肥との棲み分けができる。実証圃を設

け実験しており、肥効が即現れ短期間で切れるため、良い米がつくれるのではないかとのこと。 

【進捗等】 

平成 13 年 11 月、１地区

50 世帯から生ごみの分

別・堆肥化を開始し。14 年

度に対象を、２地区 140 世

帯と４つの保育園、町の温

泉施設アクアスに拡大。現

在、２地区約 200 世帯で実

施中。実用化に向け、プラ

ントの建設、液肥の運搬及

び保管、臭いの問題を解

決することが必要。県から

の支援が無くなる 16 年度

以降の事業展開が不透明。

町単費による継続は困難

なため、県の支援が不可

欠。 
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１ 取組の内容 
 
（１）地域通貨の仕組みを活用したリサイクルの推進 

地域におけるリユースやリサイクルの取組について、地域通貨を活動促進の

ためのツールとして活用します。例えば、ＮＰＯ、地域住民組織が主体となり

行政や地域の事業者と連携しながら、地域通貨を活用した資源物回収システム

を運営する。システムの運営主体は、市町村からの助成を受けながら家庭で不

用となった資源物の回収、売却等を行うとともに、住民に対して持ち込んだ資

源物の量に応じて地域通貨を発行します。住民は、地域通貨の額に応じて、市

町村指定のごみ袋や事業者のサービス購入に利用します。 

 
《取組事例》 
◆地域通貨「ペパ」を使った新聞リサイクルの仕組み 
【取組主体】福岡県豊津町、ＮＰＯ法人新聞環境システム研究所 

【概要】地域の住民の出す新聞を公共交通機関の乗車券と引き換えられる地域通貨「ペパ」

と交換することで、新聞のリサイクル推進と公共交通機関の利用の増大を目指す取組。 

ＮＰＯ法人新聞環境システム研究所が、豊津町からの助成金を受けながら新聞資源リサ

イクル促進システムを運営。平成１６年５月現在、町の 3,270 世帯のうち 100 世帯が会員

となっている。また、豊津町のほか福岡市でも運営されている。 

【システムの概要】 

① 会員の申込： 

参加希望者は、申込（会費無料）と同時にバーコードの印刷された紙を受け取る。 

② 新聞の回収と「ペパ」発行： 
バーコードを新聞束に貼り、月２回の回収日に町内３か所にある集荷場に会員が持

ち込むと重量に応じてポイントが（１kg＝１ポイント）加算され、一定量（30 ポイン

ト＝30 ペパ）に達すると、地域通貨「30 ペパ紙幣（80 円相当）」と交換可能になる。 
③ 「ペパ」の利用： 

平成筑豊鉄道の乗車回数券（400 円分＝150 ペパ）、生分解性ゴミ袋（５枚＝30 ペパ）

と交換するほか、「ペパ」自体を太陽交通の路線バスの乗車補助券（80 円分＝30 ペパ）

として乗車時に利用することができる。 
④ 新聞のリサイクル利用： 

研究所が回収した新聞は古紙問屋が１kg 当たり３円で買い取る。 
⑤ 助成金の受領： 

研究所は、町に毎月の新聞収集量を報告、１kg 当たり５円の助成金を受け取る。 

 役    割 
市町村 資源回収に対する助成、地域通貨と交換できるサービスの提供 
県 取組事例に関する情報提供など支援・協力 
住民 資源物の提供、地域通貨の活用 
事業者 地域通貨と交換できるサービスの提供 
NPO・団体 システムの運営、地域通貨の発行 

産業・福祉・地域づくりと一体となった  
ごみ減量化の推進 

 ごみゼロに資する地域活動の活性化促進 
基本取組６－３ 

基本方向６ 
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（２）コミュニティ単位でのごみゼロ活動の促進 
ごみ減量化やリサイクルに関して一定の成果を上げている地域において、活

動の核となる地域住民組織に対して、活動助成金を交付するとともに、集積所

の管理や分別の指導などコミュニティにおける意識の向上等に関する活動に

協力してもらう。 

 
（３）基金による地域住民活動の支援 

家庭系ごみ有料化の収入等を原資として基金を設置し、ごみの減量やリサイ

クル、生活環境の保全、環境学習の推進など、広く循環型社会の構築に関わる

地域住民主体の取組に対して支援を行う。 

 

 役    割 
市町村 活動助成金の交付 
県  － 
住民 地域活動への参画・協力 
事業者  － 
NPO・団体 ごみ減量化やリサイクル等地域活動の実施、行政の施策への協力 

 役    割 
市町村 基金の設置、管理運用 
県  － 
住民 基金の運用協力、地域活動への参画・協力 
事業者  － 
NPO・団体 ごみ減量化やリサイクル等地域活動の実施、行政の施策への協力 
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１ 取組の内容 
 
（１）店頭回収システムによるリサイクルの促進 

一定の集客が見込めるスーパーやショッピングセンターにおいて店頭回収

システムの構築、又は、利用を促進するため、事業者と関係市町村の役割分担

の適正化及び連携強化やシステム運営の効率化などを進める。 
● 事業者と関係市町村によるごみゼロパートナーシ

ップ協定の締結 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 一般廃棄物と産業廃棄物の区分を踏まえた店頭回

収資源物取り扱いマニュアルの作成 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 協定の締結による事業者との協働推進 
県 店頭回収資源物取り扱いマニュアルの作成 
住民 店頭回収の積極的な利用 
事業者 協定の締結による行政との協働推進 
NPO・団体  － 

産業・福祉・地域づくりと一体となった  
ごみ減量化の推進 

民間活力を生かす拠点回収システムの構築 
基本取組６－４ 

基本方向６ 

（協定内容の具体例） 
① 事業者は、来店者のサービス向上等を目的として、家庭で不用となっ

た資源物（ペットボトル、アルミ缶、食品トレー、○○○・・・等）の回

収事業を下記の店舗において実施する。 
※回収事業実施店舗名 

② 市町村は、上記店舗を市町村の資源物回収拠点と位置づけ、住民等へ

のＰＲを積極的に行う。 
③ 事業者は、回収した資源物を市町村の分別基準に適合するよう適正に

分別・整頓したうえで、資源物の品目ごとに市町村の指定するリサイクル

施設等に搬入する。 
※資源物の品目…搬入施設名 

④ 資源物の回収に係る回収用容器の設置・維持管理、回収した資源物の

保管、市町村のリサイクル施設への搬入は、事業者の自己責任のもとに実

施するものとし、それらの実施に要する費用は事業者が負担するものとす

る。 
⑤ 市町村は、自己の責任において搬入された資源物を再生資源の生産な

どに最大限有効利用する。 

・ 家庭で不用となった資源物等の処理に関わる法律等について 
・ 上記資源物等の法律上の区分、取り扱い等について 
・ 市町村と事業者の責務、役割分担等について 
・ 回収した資源物の適正な処理方法について 
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（２）ＮＰＯ・事業者・行政の連携による資源物拠点回収システムの構築 

中心市街地など小売店や事業所が多く立地する地域において、事業者とＮＰ

Ｏ等が連携し、空き店舗などを活用して、小売店等で不用となった資源物の拠

点回収システムを構築・運営する。小売店（流通・販売事業者）、ＮＰＯ、再

生事業者の三者が以下のような役割分担（例示）のもとに協働していく。 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 事業の集団回収として位置づけ、助成対象品目の拡大 
県 再生事業者に関する情報の収集・提供 
住民  － 
事業者 不用となった資源物の分別・排出、資源物の積極的な利用 
NPO・団体 回収拠点システムの構築・運営 

役割分担のモデル ◆小売店等：回収拠点となる場所提供、資源物の提供 
◆ＮＰＯ等：回収拠点の維持管理などシステムの運営 
◆再生事業者：資源物の収集・運搬・利用 
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《取組事例》 
◆宅配業者と農家の連携による生ごみの循環利用システム運営 

【取組主体】らでぃっしゅぼーや㈱ 

【概要】無・低農薬野菜と無添加食品の会員制宅配サービスを営む「らでぃっしゅぼーや㈱」

は、生ごみ処理機を使う顧客を対象に、処理物を”乾燥資源”として配達の際に回収し、

センターで集約後、茨城県の生産者グループ・あゆみの会へ運ぶ。あゆみの会では、そ

れを原材料として肥料を製造し、会の生産者がそれを利用するというシステム。 

 らでぃっしゅぼーや配送車にて回収： 

 乾燥資源を配達する食品と区別するために、荷室の外（助手席）で専用容器に密封

して、各地の野菜センターに運搬。  

 野菜センターからあゆみの会へ：  

 センターでは専用のコンテナであゆみの会に運搬。  

 野菜センターからあゆみの会へ：  

 1) 茨城県神栖町の肥料工場に運び、異物の混入を手作業でチェック。 

 2) 塩分を天然のカルシウム・マグネシウムを使用しての中和を行う。油分は、独

自の培養で作られた微生物の酵素にて分解処理をして、ペレット状に加工。  

 3) 専門の分析センターにて、乾燥資源に含まれる重金属・農薬・洗剤の界面活性

剤などを定期的に分析。（安全基準値を超える値が出た場合は堆肥としての出荷

を停止）  

 生産者へ：  

 でき上がった肥料は生産者に届けられ、有効な有機肥料として使用。 

 

 

 

 
 

 

 

 役    割 
市町村  － 
県  － 
住民 資源物の分別・排出 

事業者 事業の仕組みを生かした資源回収・利用の推進 
再生資源の積極的な利用 

NPO・団体  － 
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１ 取組の内容 
 
（１）廃プラスチック等の有効利用に関する調査研究 

再使用・再生利用できず埋立ごみとして処理されている廃プラスチック等を

資源として有効利用するため、それら廃プラスチック等の排出源・排出量やそ

の性状、収集コストなど利用の際の条件を明らかにするとともに、熱・エネル

ギー回収などその活用方策について調査研究を行います。 

 
（２）事業者における廃プラスチック等の利用促進 

再使用・再生利用できない廃プラスチック等の熱・エネルギーを事業者等に

おいて有効利用するため、エネルギー利用に関して、事業者のニーズの掘り起

こしや、産学官の連携による技術開発、利用システムの調査検討を行うととも

に、技術革新に取り組むための業種の枠を越えたネットワークづくりを進めま

す。また、事業化が見込まれるものについては、そのためのシステムの整備等

を進めます。 

 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 県等の調査研究への協力、調査結果の活用 

県 廃プラスチック等排出の状況や利用の際の条件、活用方策に関す

る調査研究 
住民  － 

事業者 廃プラスチック等排出の状況や利用の際の条件、活用方策に関す

る調査研究、県等の調査研究への協力、調査結果の活用 
NPO・団体  － 

 役    割 
市町村 システム整備への支援・協力 

県 事業者のニーズの掘り起こし、事業者との連携による調査研究、

システム整備への支援・協力 
住民  － 

事業者 廃プラスチック等の有効利用のための調査研究・技術開発、シス

テム整備 

NPO・団体 試験研究機関等：廃プラスチック等の有効利用のための調査研

究・技術開発 

産業・福祉・地域づくりと一体となった  
ごみ減量化の推進 

埋立ごみの資源としての有効利用の推進 
基本取組６－６ 

基本方向６ 
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１ 取組の内容 
 
（１）ごみ減量化対策における経済的手法の検討 

ごみの排出抑制と処理経費の負担の公平化のため、家庭系ごみの有料化など

経済的手法の活用について検討を行います。 

 
（２）家庭系ごみの有料化導入にあたっての諸手続の実施 

家庭系ごみ有料化等経済的手法の活用に対する住民や事業者の意識を把握

するとともに、有料化等に係る料金設定や制度の導入にあたって講じるべき各

種施策等に関する意見や提案等を収集するため、住民等を対象としたアンケー

ト調査を実施します。その際、住民等の有料化制度に対する理解を促進すると

ともに、ごみ減量化への意識を高めるため、啓発に資する情報を盛り込むなど

工夫します。 
また、住民や有識者からなる「家庭系ごみ有料化制度検討委員会（仮称）」

を設置し、家庭系ごみ有料化制度の具体的な内容や制度を円滑に導入、運営す

るための取組などについて検討を行い、有料化制度の導入に生かします。 

 
 
（３）家庭系ごみ有料化制度の導入 

家庭系ごみ有料化制度を創設するとともに、制度を円滑に運用しその効果を

一層高めるため、住民説明会や啓発活動を行います。また、有料化制度の導入

に伴う不法投棄の発生を抑えるために、必要な対策を講じます。 
 

 

 役    割 
市町村 経済的手法の活用に関する検討の実施 
県 経済的手法に関する情報の提供 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 

 役    割 
市町村 アンケート調査の実施、取りまとめ、委員会等の設置・運営 
県 情報提供、技術的支援 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 

公正で効率的なごみ処理システムの構築 

 ごみ処理の有料化等経済的手法の活用 
基本取組７－１ 

基本方向７ 
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・ 他の市町村の集積所への排出を防ぐため、分かりやすいＰＲ等と行うとともに、発生

した場合には徹底した追跡調査を行う。 
・ 有料指定袋以外の袋での排出などルール違反を防ぐために、ごみ袋を開封するなどし

て排出者を突き止め、個別指導等を行う。 
 

 
（４）家庭系ごみ有料化制度の検証 

市町村合併等に伴い既存の有料化制度が変更される市町村、或いは、新たに

有料化制度を導入する市町村等について、変更前後、或いは、導入前後のごみ

排出量やごみ処理コストの変動などを調査分析し、有料化制度の成果や影響等

を明らかにすることにより、より適正なごみ有料化制度の確立、或いは、制度

の導入につなげます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 制度の創設・運用、不法投棄対策の実施 
県 情報提供、技術的支援 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 

 役    割 
市町村 調査の実施・協力 
県 調査の実施・協力 
住民  － 
事業者  － 
NPO・団体  － 
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１ 取組の内容 
 
（１）廃棄物会計導入マニュアルの作成 

廃棄物会計の標準化及び普及のため、行政職員、有識者等からなる研究会組

織を立ち上げ、その基本的な仕組みや具体的な作成手順、活用方法、効果等に

ついて調査研究を行うとともに、市町村において試験的に廃棄物会計を作成し、

廃棄物会計を導入する際のマニュアルとして取りまとめます。 

 
《取組事例》 
■県と市町村の協働による廃棄物会計作成 

【取組主体】香川県、同綾歌町 

【概要】香川県廃棄物対策課と綾歌町住民課が一緒になって、綾歌町の平成１４年度の品目

別ごみ処理費用の推計及び分析（廃棄物会計）を行い、報告書として取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役    割 

市町村 マニュアル作成への協力（研究会への参画、試験事業フィールド

の提供） 
県 マニュアルの作成 
住民 － 
事業者 － 
NPO・団体 － 

公正で効率的なごみ処理システムの構築 

 廃棄物会計・ＬＣＡの活用促進 
基本取組７－２ 

基本方向７ 

（香川県のホームページからの抜粋）  

○ 綾歌町のごみの処理費用（平成 14 年度実績）について  

  1. 町のごみ処理費用は、人口 1 人当たりで約９,４５０円  

      2,253 トンのごみを処理した費用の総額は１億 877 万円（施設整備相当額を含む）。人口

１人当たりでは９,450 円、１トン当たり単価では約４万８千円を必要としている。  

  2. ごみ処理単価は、品目によって大きな差  

      収集ごみのなかで最も処理単価が安かったのは「新聞・広告」の約８千円/トン。最も高

い「電池」は約 16 万４千円/トン。また、500ml 容器１本当たりの処理単価では、ペットボト

ルで 4.6 円、牛乳パックでは 0.3 円、びん（その他の色）では 10.4 円などとなった。  

○ 廃棄物会計を実施して判明したこと  

1. 分別収集への住民の協力は財政的にも大きな力  

現在の資源ごみ収集は、資源ごみの分別収集を行わない場合よりも１割（年 1200 万円）

もおトク！人口 1 人当たりでは 1,080 円が節減されている。   

2. 容器包装の処理費用は、市町村の負担（税金）が大きい  

容器包装リサイクル法の対象品目（町収集分）の町と事業者の処理費用負担割合は、全

品目で 73：27 となり、町が約 3/4 を税金で負担していることが判明。分別収集の費用まで事

業者が負担することで、ごみを出す人が負担することとなるような制度改正が必要。  

3. 生ごみの水切りは意外と重要。住民の小さなごみ減量が大切  

可燃ごみに含まれている水分。１年間に 1 人当たり約 39 リットルの水をごみと一緒に出

し、その処理のために 2,120 円を支払っている。（町の総費用では年 2,４00 万円にも！） 
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4. 有料ごみ袋の代金は、処理費用の５％強にしかすぎない。  

現在、可燃ごみと不燃ごみは有料ごみ袋制。排出者が費用を負担する制度だが、現在

の負担は必要な費用の５.6％ほど。ごみ袋販売代金だけでこれらのごみの処理費用を賄う

とすると、ごみ袋１袋の代金は現在の50円から900円へと18倍になる。 

〔推計結果（報告書より抜粋）〕 

①綾歌町のごみ処理費用推計結果 

②資源ごみ収集の有効性に係る試算結果 

 
③容器包装リサイクル法の負担に係る試算結果 
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（２）廃棄物会計導入に向けた普及活動の実施 

廃棄物会計を広く普及させるため、市町村へのヒアリング等を行い、廃棄物

会計導入に対するニーズや問題点等を把握するとともに、廃棄物会計に関する

研修会等を開催します。 

 
（３）ＬＣＡ手法の適用可能性調査の実施 

ＬＣＡの手法を活用した市町村ごみ処理事業の評価について、その適用の可

能性や具体的な方法について調査研究を行います。また、実際に市町村の事業

について試験的に評価を行い、その結果の活用方法や問題点等を整理します。 

 
（４）市町村ごみ処理カルテの作成とその活用促進 

市町村が把握・公開していたこれまでのごみ処理に関するデータに加え、廃

棄物会計のコスト情報やＬＣＡ手法に基づく評価結果、住民・事業者の取り組

み状況などのデータを用いて、市町村のごみ処理システムの現状と今後の課題

等について総合的に診断し、その結果を市町村ごみ処理カルテとして取りまと

め公開します。 
また、これらのカルテをもとにベンチマーキングを行い、ベストプラクティ

スの情報を既存の取組の改善や新たなごみ減量化施策の構築、住民参画の促進

などに活用します。 

 
 
 

 役    割 
市町村 ヒアリングへの協力、研修会への参加 
県 ヒアリング実施、研修会の開催 
住民 － 
事業者 － 
NPO・団体 － 

 役    割 
市町村 フィールドの提供など適用可能性調査等への協力 
県 適用可能性調査等の実施 
住民 － 
事業者 － 
NPO・団体  － 

 役    割 

市町村 
コスト情報の把握・整理、ＬＣＡ手法による自主評価、カルテの

作成・公表、ベンチマーキングの実施、ベストプラクティス情報

の活用 

県 技術情報の提供などカルテの作成支援、ベストプラクティス情報

の提供 
住民 － 
事業者 － 
NPO・団体  － 
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１ 取組の内容 
（１）資源回収ステーションの設置・運営 

家庭で不用となった資源物を行政回収に出す際の利便性を高めるため、住民

が自分の都合に合わせて直接資源物を持ち込むことができる資源回収ステー

ションを設置し、ＮＰＯとの協働で運営します。資源回収ステーションの基本

的な考え方は以下のとおりです。 
● 土・日も営業する、２４時間持ち込み可能とするなど、できるだけ住民が

利用しやすくなるような運営とする。 
● ステーションの維持管理等については、シルバー人材やボランティアの活

用、福祉事業との連携、ＮＰＯや地域住民組織等への委託などにより、地

域の人的資源活用など副次効果の発揮と運営の効率化をめざす。 
● 単なる資源物の回収・保管場所とするのではなく、環境学習の場、住民参

加の場として活用する。 

 
（２）地域ニーズに対応した集団回収の促進 

集団回収における関係主体のメリットを高めるとともに、高齢者の生活支援

など地域のニーズに対応した活動の展開につなげるため、集団回収を担う団体

（実施主体）と行政、再生事業者等が、それぞれの抱える課題や要望等につい

て定期的に話し合うなどコミュニケーションを密にし、取組における連携を強

化します。行政や実施主体は、地域住民に対するＰＲや集団回収に対する地域

の要望の収集を積極的に行い、地域住民の参加を促進するとともに、活動の見

直し・改善に努め、計画的、効果的に取り組みます。 

 

 役    割 
市町村 資源回収ステーションの設置、人材雇用・運営委託 
県  － 

住民 資源物の積極的な提供、ボランティアとしてステーション運営に

協力、ステーションにおける環境学習機会等の積極的な参加 
事業者 再生可能資源物の積極的な利用 

NPO・団体 人材派遣・運営受託、ステーションを活用した環境学習機会等の

提供 

 役    割 

市町村 集団回収に対する助成、集団回収のＰＲ、助成対象品目の拡大等制度

の改善、コミュニケーションの場づくり、地域課題・解決策等の提示 
県  － 
住民 資源物の積極的な提供 
事業者 資源物の利用推進 

NPO・団体 集団回収のＰＲ・実施、活動に関する計画の策定と自己評価の実施 

 地域密着型資源物回収システムの構築 
基本取組７－３ 

公正で効率的なごみ処理システムの構築 
基本方向７ 
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１ 取組の内容 
（１）ごみ排出特性の把握・活用 

市町村内の各地域のごみ排出特性を踏まえた、よりきめ細かく効果的なごみ

行政を進めるため、衛星利用測位システム（GPS）等のＩＴ技術を活用して、

自治会や小学校区ごとのごみ排出量を計測・分析し、そのデータ等に基づいて

排出源や地域に応じた啓発・指導や減量・再資源化対策の実施、効率的な収集・

運搬ルートの整備、事業効果の把握による施策の見直し・改善などを行います。 
《取組事例》 
 

 
 
 

福岡市は、ごみ収集車に衛星

利用測位システム(GPS)を搭

載し、小学校区ごとのごみ排

出量を正確に計測するシス

テムの実用化に乗り出す。  

ごみの排出抑制と市民のご

み減量意識の向上が狙いで、

実現すれば全国初のユニー

クな取り組み。同市廃棄物試

験研究センターが開発、既に

実証実験では良好な結果を

得ており、二〇〇四年度から

五力年計画で実現を図る。 

システムは、収集車約百三十台に約十五 cm 四方の GPS 端末を搭載。所在地情

報を一秒ごとに端末に蓄積させ、収集車にごみを搬入している間の停車時間か

らごみの量を算定する。 

収集車が満杯になり、清掃工場に到着すると、端末に蓄積したデータを工場のホストコ

ンピューターに送信。専用プログラムを使って、ごみの量を各校区ごとに案分して割り出

す。  

市廃棄物試験研究センターによると、昨年四月から九月にかけ、南区の一部地域で収

集車十一台に端末を搭載した実証実験を実施。その結果、二-三時間あれば、市内の

全小学校区ごとの一日分のごみ排出量を算定できる見通しがついた。  

今回のシステム開発は、ごみ減量活動に取り組む市民から寄せられた「活動の成果を

目に見える形で知りたい」との要望がきっかけ。GPS の精度も旧来より上がっており、端

末購入など約一億円の初期投資以外に経費はかからないという。  

家庭ごみは、収集車が連続して回って集めるため、どの地区がどの程度排出したかの

把握が難しかった。市環境局は「算出した校区ごとのごみの量をホームページなどで公

開し、市民のごみ減量意識向上にもつなげたい」と期待している。 

 
出典：平成１６年１月５日付け西日本新聞夕刊 

 地域のごみ排出特性を踏まえたごみ行政の推進 
基本施策７－４ 

公正で効率的なごみ処理システムの構築 
基本方向７ 

福岡市 5 力年計画で実用 

各校区ごと算定 収集車にＧＰＳ 
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（２）市町村ごみマップの活用 

住民のごみ減量化に対する意識や行動の変革を促すため、自治会や小学校区

ごとのごみ排出量をマップ化し、そのデータから得られた地域ごとの課題等と

合わせて、広く公開します。また、環境学習の教材として活用・提供します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 ごみ排出量の計測・分析、データに基づく施策の検討・実施 
県 調査等への協力 
住民 調査等への協力 
事業者 調査等への協力 
NPO・団体 調査等への協力 

 役    割 
市町村 市町村ごみマップの作成、公開 
県  － 
住民 マップの認知、地域の課題解決に向けた自主的な取組実施 
事業者 マップの認知、地域の課題解決に向けた自主的な取組実施 
NPO・団体 マップの認知、地域の課題解決に向けた自主的な取組実施 
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１ 取組の内容 
（１）住民参画による市町村ごみ処理基本計画の策定 

ごみ行政への実質的な県民参画等を実現するため、市町村において、計画策

定に係る委員の公募や、住民を対象としたごみ処理の専門的知識に関する学習

会の開催、住民が自分の意見や提案を気軽に表明できるパブリックコメントや

ワークショップなど多様な参画の機会を系統的に提供しながら、ごみ処理基本

計画の策定を進めます。また、事業の企画・実施やプランの評価・改善など計

画の実行段階における取組についても、住民の参画を推進します。 

 
≪取組事例≫ 
●愛知県津島市のごみ処理基本計画策定 

平成１４年の６月に発足した「市民がつくる津島市ごみ処理基本計画策定委

員会」が、先進地視察やごみ組成調査、ごみフォーラムの開催するなど、さま

ざまな意見をとり入れながら検討を重ね、平成１５～２４年度までの一般廃棄

物（ごみ）処理基本計画を策定しました。この計画は「ごみの排出抑制を最大

目標とすること」「市民・事業者・行政がともに考え、ともに行動すること」

の２点が基本方針となっています。 
 【主な具体的施策】 

 公募の市民委員会を設置して、基本計

画の実現に取り組みます。 

 プラスチック（合成樹脂類）はリサイ

クルします。 

 生ごみの減量・リサイクルをさらに進

めます。 

 ごみの指定袋の市民大討論会を開催し

ます。 

 環境名人の養成講座を開催します。 

 ごみ情報を①市政のひろば②ごみ新聞

③ケーブルテレビ④ホームページ⑤不要

品情報システムの 5 本柱で、積極的に公

開し続けます。 

 役    割 

市町村 

住民参画によるごみ処理基本計画の策定 
・策定委員の公募、学習機会の提供、ワークショップやごみゼロ

談義の開催、パブリックコメントの実施 
・フォーラムの開催 

県 市町村に対しモデル事業としての支援を行い「住民参画マニュア

ル」を作成する。 
住民 ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画 
事業者 ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画 
NPO・団体 ごみ処理基本計画策定、実行の取組に参画 

ごみ行政への県民参画と協働の推進 

住民参画の行動計画づくり 
基本取組８－１ 

基本方向 8 
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●愛知県日進市 
 

策定委員会の体制図 

 
      市 民 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）住民・事業者・行政の協働組織を核とした活動の展開 

住民、事業者、行政が、ごみ減量化等の取組において連携・協働を進めるこ

とにより、県民参画等をより実効性のあるものとするため、参加者の自発性に

重点を置き主体性の尊重とパートナーシップを運営の基本とする計画推進組織

等を立ち上げ、広域的なＰＲ活動や地域住民組織等のサポート、ごみ減量活動

のネットワークづくりなどを進めます。 

 
 
《取組事例》 

◆京都市ごみ減量推進会議・地域ごみ減量推進会議 

【取組主体】京都市の住民、事業者、行政 

【概要】京都市ごみ減量推進会議・地域ごみ減量推進会議は、自発性とパートナーシップ

を基本とし、つながりや創意から生まれる 新しい地域活動を展開することにより、京都

市のごみを減らし、環境を大切にしたまちと 暮らしの実現を目指しています。 

・ 京都市ごみ減量推進会議は、 全市的な取り組みを進める組織で、会員数２７８会員（平成

１６年６月末現在）。 

・ 「全市キャンペーン実行委員会」「地域活動支援実行委員会」「広報活動実行委員会」「秘

密書類リサイクル実行委員会」「事業化委員会」の５つの委員会が組織されている。 

・ 財源は、会費、京都市からの補助金、寄付金等で賄っている。 年間予算は 10,000 千円程

度で、財源はほとんどが市補助金。会費は個人 1,000 円以上、企業 2,000 円以上。事業規

模は「全市キャンペーン」「広報活動」の２委員会が大きい。 

・ 地域ごみ減量推進会議は、各種の地域団体が母体となり各地域で自主的に結成される 

 役    割 
市町村 ごみ減量会議等の設置・運営 
県 ごみ減量会議等の活動への協力 
住民 ごみ減量会議等への参画・協働 
事業者 ごみ減量会議等への参画・協働 
NPO・団体 ごみ減量会議等への参画・協働 

情報

提供 業務

委託

情報

提供

意見

要望

意見

要望

情報

提供

意見

要望
ごみの組成調査 

先進事例の視察 

ワークショップ 

アンケート調査 

市民ファーラム 

策定委員会 

市民 

環境団体 

行政職員 

専門研究者 

事務局 
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市議会議員 

コンサルティング

コーディネート兼
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情報
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情報

提供

報告

企画

提案
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組織で、この会議が実行部隊となっている。６１地域で設立済み（平成１６年６月末現在）。 

・ 会議では、それぞれの地域で会員から会費を徴収するなど自主財源を確保しているが、結

成後の活動に対して、京都市ごみ減量推進会議から各種の助成を受けることもできる。 

・ 各実行委員会の活動 
全市キャンペー
ン実行委員会 

具体的なごみ減らしへとつなげるため全市民に対する啓発的なキャンペ
ーンを展開。  

• 再生紙利用促進キャンペーンの実施  
• 簡易包装・買い物袋キャンペーンの実施  
• ごみアート展の開催など、様々な事業を展開 

地 域 活 動 支 援
実行委員会 

地域ごみ減量推進会議の立ち上げや活動を支援する。ごみ収集車などの
燃料にリサイクルされる使用済みてんぷら油の回収や、古紙の集団回収、
地域での学習会の開催などの活動を展開。  
下鴨ごみ減量推進会議をはじめ、現在 47 団体がそれぞれに活動。てんぷ
ら油の回収実績も上がっている。 

広 報 活 動 実 行
委員会 

会議の活動を情報として会員や市民に届けたり、ごみ減量に関する実例
等を収集する。 

• 会報誌「ごみを減らそう！」を年４回発行するほか、12 年度からは
「ごみ減量実践講座」（５回連続）を開催し、ごみ減量への啓蒙に
努めている。また、ホームページも開設している。  

秘密書類リサイ
クル実行委員会 

京都市内に事業所のある企業なら参加可能。参加事業所 64 事業所 1
団体 

事業化委員会 京都市ごみ減量推進会議の自立に向けて事業を行うため、平成 11 年７月
に発足。資源ごみを回収する透明ごみ袋の企画・販促などを手がける。 

 
 

◆日野市ごみ減量推進市民会議 

【取組主体】東京都日野市の市民及び行政 

【概要】日野市の「ごみ処理」、「リサイクル事業」の長期的な方向性を定める計画『日野

市ごみゼロプラン』を実行に移していく会議。「環境基本計画」「ごみ処理基本計画」

など日野市の環境政策全般にわたり、計画策定段階から積極的に参画している。現在、

市民約 20 人を中心に構成されており、ごみゼロ社会を目指し、「市民ＰＲ分科会」と「レジ袋

削減分科会」の２つの分科会で、日々活動している。行政は事務局として、会議の事務的・

経費的補助を行っている。日野市「ごみ改革」では、600 回に及ぶ説明会の中で、市民団体

が市民自らの行動に対し問題提起を行うなど、活発な議論への中心的な役割を果たした。 

また、日野版「分別だめリスト集」の作成・配布や日野市ごみ情報誌「ＥＣＯ（エコー）」への

定期的な投稿など、市民感覚で分かりやすく実用性の高い情報提供を行っている。 

 
（３）地域でごみ減量化に取り組む住民、ＮＰＯ等の相互交流の場づくり  

住民、事業者、ＮＰＯ等の自発的、主体的なごみ減量化の取組を促すととも

に、それらの広域展開と充実・レベルアップにつなげるため、地域でごみの減

量化等に取り組む住民、事業者、ＮＰＯ等にプランを啓発するとともに、情報

交換などそれらの相互交流を促進する場づくりを進めます。 

 
 
 

 役    割 
市町村 地域ごみゼロ推進交流会に積極的に参画 
県 地域ごみゼロ推進交流会を県民局単位で開催 
住民 地域ごみゼロ推進交流会に積極的に参画 
事業者 地域ごみゼロ推進交流会に積極的に参画 
NPO・団体 地域ごみゼロ推進交流会に積極的に参画 
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１ 取組の内容 
 
（１）レジ袋ないない活動の展開 

「レジ袋」を日常生活における大量消費型社会の象徴としてとらえ、レジ袋を

使い捨てるという消費生活スタイルから、繰り返し「マイバッグ」などを使用

する消費生活スタイルへの転換を図り、ひいてはライフスタイルそのものを資

源循環型へと誘導するため、ごみ削減に向けた日常的な取組として、買物の際

には「マイバッグ」を持参し「レジ袋」をもらわないようにする“レジ袋ない

ない活動”のキャンペーンを全県的に展開します。 
また、県内の取組事例を積極的にＰＲし、マイバッグによる買物スタイルを

推奨するとともに、レジ袋の有料化やポイント制度などマイバッグ利用のイン

センティブとなるシステムについて検討・導入を進めます。 

  
≪取組事例≫ 

 桑員地区の取組 
 マイバッグの使用により、協力店から「キントカード」をもらい、これを集めること

により、再生トイレットペーパー、抽選会の権利、桑名市オリジナルエコバッグなどと

交換できる制度。 
 イオンの取組 
 マイバッグの使用１回ごとに１個のスタンプが押印され、２０個になった時点で環境

保全型商品と引き換えることができる制度。 
 マックスバリュ中部の取組 
 レジ袋をもらわない買い物客に対し、１回の買物につき「エコポイント」として、ポ

イントカードに５ポイントを加算する制度。５００ポイントで５００円のお買物券とし

て利用できる。 
 伊勢市の取組 
 平成１３年度に市民の意見をもとにオリジナルマイバッグを作成し、希望世帯へ配布。 

 ぎゅーとらの取組 
 レジ袋をもらわない買い物客に対し、「エコポイント」として、ぎゅーとらのふれあ

いカードに１回の買物につき、２点を加算する制度。 
 

 役    割 

市町村 県や関係団体との連携のもと、レジ袋削減・マイバッグ運動のＰＲやオ

リジナルマイバッグの配布など主体的に運動推進 

県 市町村や関係団体等との連携のもと、レジ袋削減・マイバッグ運動をＰ

Ｒ、三重県民レジ袋協議会を通じキャンペーンを展開する団体を支援 
住民 買物に際し、積極的に「マイバッグ」を利用 

事業者 「エコポイント制度」などによる「マイバッグ」に対するインセンティ

ブを付与 

NPO・団

体 

レジ袋削減活動の展開 
三重県民レジ袋協議会：県、市町村との連携のもとレジ袋ないない活動

のキャンペーンを展開する団体を支援、環境学習・啓発を推進 

ごみ行政への県民参画と協働の推進 

レジ袋削減・マイバッグ運動の展開 
基本取組８－２ 

基本方向 8 
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１ 取組の内容 
 
（１）行政とＮＰＯ等との協働モデル事業の実施 

 ＮＰＯや地域住民組織、ボランティアが持つ行政にはない発想や専門性、ネ

ットワークを活かしつつＮＰＯ等と行政との協働を推進するため、「ごみゼロ社

会」の実現を図るための取組について、ＮＰＯ等から事業の企画提案を募集し、

協働のモデル事業として実施可能なものについて、企画したＮＰＯ等にその事

業を委託し実施します。    

 
≪取組事例≫ 

 ボランティア・市民活動団体からの協働事業 
 ＮＰＯ(ボランティア・市民活動団体等)が自ら企画した協働事業を県に提案し、それを

受けてＮＰＯと県関係所属が対等な立場で議論・検討するプロセスを経た上で、協働事業

を企画・実施することにより、ＮＰＯと行政が適切な役割分担のもと、真のパートナーシ

ップによる協働を推進していくことを目的としています。 
＜平成 16 年度事業＞ 

(1) 三重県発・共生社会基盤づくり事業 

(2) 「パートナーシップ宣言-実践編」づくりと「パートナーシップ契約」を協働の現場

で結ぶようになるための行動計画づくり 

 
（２）行政との協働推進 

リサイクル施設等の運営や維持管理、環境学習・環境教育プログラムやＰＲ・

啓発事業の企画・実施、分別等ごみ排出ルールの指導徹底といった市町村の施

策において、ＮＰＯや地域住民組織、ボランティアとの協働を推進していきま

す。 
 

 役    割 
市町村 ＮＰＯ等の活動を側面的に支援 
県 「ＮＰＯ等からの協働事業提案制度」の実施 
住民 ＮＰＯ等の活動への協力 
事業者 ＮＰＯ等の活動への協力 
NPO・団体 「ＮＰＯ等からの協働事業提案制度」の活用 

 役    割 

市町村 
施設運営、各種事業の企画・実施、住民への啓発・情報提供など

の施策における協働（事業委託、共同開催、共同実施、協力依頼）

の推進 
県  － 
住民 ボランティアとして市町村の施策への積極的な参画・協力 
事業者  － 
NPO・団体 市町村の施策への積極的な参画・協力、市町村との連携の強化 

ごみ行政への県民参画と協働の推進 

ごみゼロに資する NPO、ボランティア等の活動推進 
基本取組８－３ 

基本方向 8 
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（３）ごみゼロＮＰＯマップの作成 

 ごみゼロＮＰＯの取組は、県内の様々な地域で既に実施されていますが、Ｎ

ＰＯとしての自立や事業展開について、それぞれの主体が課題を抱えているの

も否めません。 
   このため、県内のごみゼロＮＰＯの取組事例を紹介し、わかりやすい地図情

報も含めた「ごみゼロＮＰＯマップ」を作成し、様々な取組を情報発信します。 
 

 
≪取組事例≫ 

 こうべＮＰＯデータマップ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）自分たちの活動が地域社会で役立っていることを実感させる仕組みづくり 

ごみゼロコンテストの開催などを通じて、ごみ減量化等に大きな成果を上げた

個人や地域住民組織、ＮＰＯ等の活動を顕彰するとともに、広くＰＲします。 

 役    割 
市町村 ごみゼロＮＰＯの把握、支援 
県 ごみゼロＮＰＯマップの作成 
住民 ごみゼロＮＰＯの活動への参画 
事業者 ごみゼロＮＰＯの活動への参画 
NPO・団体 ごみゼロＮＰＯの活動 

 役    割 
市町村 ごみゼロに取り組む個人や地域住民組織、NPO 等の活動の顕彰・ＰＲ 
県 ごみゼロに取り組む個人や地域住民組織、NPO 等の活動の顕彰・ＰＲ 
住民  － 
事業者  － 

NPO・団体  － 
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１ 取組の内容 
（１）「ごみゼロ社会実現プラン」の啓発 

県民のごみゼロプランに対する浸透を図るとともに、自発的な行動を促すた

め、ポスターやパンフレットなど様々なメディアを通じて啓発を進めるととも

に、出前講座などによりプランの内容や進捗状況など詳細な情報提供を行いま

す。 

 
（２）コスト情報等の積極的な提供 

県民がごみ問題を自らの問題として捉え、ごみ減量や資源化などの行動を起

こす動機とするため、市町村のごみ量・資源化量やごみ処理に係るコストや環

境負荷など、ごみに関するより正確で詳しい情報を継続して提供します。 

 
（３）ホームページ等各種メディア等を活用したごみに関する情報発信の充実 

ごみに関するより具体的で分かりやすい情報提供を行うことにより、県民参

画等を実質的なものとするため、ホームページや広報、ケーブルテレビ、ミニ

コミ誌、タウン誌などさまざまなメディアをその特性に応じて活用し、ごみに

関する情報発信を充実させていきます。 

また、公共施設などたくさんの人々が集まるような場所で、掲示板等を活用

し、さまざまな情報を提供していきます。 

 

 役    割 
市町村 ごみゼロプランに関する情報提供 
県 ごみゼロプランに関する情報提供 
住民 ごみゼロプランの理解の深化 
事業者  － 
NPO・団体 ごみゼロプランに関する情報提供への協力 

 役    割 
市町村 ごみに関するより正確で詳しい情報を継続的な提供 
県  － 
住民 自分の住む地域のごみ処理システムに関する理解の深化 
事業者  － 
NPO・団体  － 

 役    割 

市町村 ホームページなど各種媒体の活用とごみに関する情報の充実 
市町村のごみ処理状況等のデータ提供 

県 「ごみゼロ」ホームページの管理運営 
住民 各種メディアを通じたごみに関する情報・知識の収集 
事業者  － 
NPO・団体 ホームページなどを活用したごみ関連情報の発信 

ごみ行政への県民参画と協働の推進 

情報伝達手段の充実及び啓発・PR の強化 
基本取組８－４ 

基本方向 8 
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１ 取組の内容 
（１）環境学習・環境教育のツール・プログラム等の開発 

世代別、家庭・職場・地域別など対象に応じた環境学習や環境教育のプログ

ラムにより、より効果的で継続的な環境学習・教育を進めるため、年齢層や場

所に応じて様々な環境学習・教育の機会において活用できるツールやプログラ

ム等の開発を行います。 

 
（２）２０年後のライフスタイル体験プログラムの実施 

ごみゼロプランのめざす２０年後の地域社会の姿やライフスタイルの優れた

ところや良いところを子供から大人まで幅広い年代の方たちに理解してもらい、

将来の環境保全活動を担ってもらうため、物を大切に長く使う日本固有の生活

文化や質的に豊かな生活、環境配慮型のライフスタイルなど、ある程度まとま

った期間の中で体験させるプログラムを提供する仕組みを構築し、ＮＰＯや地

域が協働のもとに運営します。 

 
（３）「こどもエコクラブ」の活動と「ごみゼロ」推進との連携強化 

 「こどもエコクラブ」の活動を通じてごみゼロ推進の取組の広域的な展開を

図るため、エコクラブ関係者との情報交流や、里山保全活動、自然観察会とい

った地域のエコクラブ活動への人材派遣などエコクラブに対する支援を行うと

ともに、リサイクル体験などエコクラブの会員を対象としたごみに関する学習

会の共同開催など、相互の連携による取組を推進します。 

 役    割 
市町村 ツール・プログラム等の活用 
県 関係各機関との連携によるツール・プログラム等の開発 
住民 ツール・プログラム等の活用 
事業者 情報提供 
NPO・団体 ツール・プログラム等の開発、行政の取組への参画、情報提供 

 役    割 
市町村 体験プログラム提供事業の企画・運営、ＮＰＯ・団体等への支援 
県 体験プログラム提供事業の企画・運営、ＮＰＯ・団体等への支援 
住民 体験プログラム提供事業への参加 
事業者 体験プログラム提供事業への技術的、資金的協力 
NPO・団体 体験プログラム提供事業の企画・運営、行政の取組への参画・協力 

 役    割 
市町村 こどもエコクラブの活動への協力 
県 人材派遣などエコクラブに対する支援 
住民 こどもエコクラブの活動への参加 
事業者 こどもエコクラブの活動への協力 
NPO・団体 エコクラブの会員を対象としたごみに関する学習会の企画・開催 

ごみゼロ社会を担うひとづくり・ネットワークづくり 

環境学習・環境教育の充実 
基本取組９－１ 

基本方向９ 
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三重県のこどもエコクラブ登録人数は、ただ今 6,915 人です。（2004 年 12 月 7 日） 

 
 
（４）家庭における環境学習・教育の推進 

 ごみゼロ社会を担う人づくりに関しては、家庭における学習や教育がとても

大切です。このため、家庭でもごみゼロ社会の実現について話し合えるような

分かりやすいごみゼロプランのＰＲ版を作成し配布するとともに、家庭で楽し

みながら気軽に取り組めるような環境学習・教育のツールの普及を進めること

により、家庭における環境学習・教育を推進します。 
《取組のイメージ》 
◆ イソップ計画の推進 
【取組主体】四日市生活創造圏ビジョン推進協働会議（３４５３０

さ ん し ご み ま る

会） 

【取組概要】三重県の四日市生活創造圏（四日市市、菰野町、楠町、朝日町、川越町の

１市４町）において、圏域のビジョンをもとにごみ問題の解決に向けた行動を広

げ、住民・企業・行政の協働による地域づくりを推進することを目的とする住民

と行政の協働組織「３４５３０会」がイソップ計画を推進している。 

イソップ計画は、国際的な環境マネジメントシステムである ISO14001 の規格の

考え方を手本にした、家庭で環境に負担をかけない暮らし方を提案する仕組みで、

家庭から地域、地域から地球全体の環境影響を少なくしていくことを目的として

いる。具体的には、まず、「食べ残しはしません」「缶やびんは中を洗ってから

出します」といった項目を最低 5つ以上「イソップ計画マニュアル」から選択し、

「約束シート」にそれを記入し事務局へ提出。次に、約束した行動について 3ヶ

月経過後「報告シート」を事務局へ提出すると３４５３０会から「イソップ家族

認定証」が贈られるというもの。 

３４５３０会では、平成 13 年３月の活動開始から地域に出向いて説明会等を開

催するなど、その普及に取り組んでおり、平成 15 年１月 15 日には、イソップ認

定家族が 1,000 家族を突破。 

 
 

  役    割 

市町村 
家庭における環境学習・教育の啓発、環境学習等を推進するＮＰＯ

等への協力・支援 

県 
家庭における環境学習・教育の啓発、ごみゼロプランＰＲ版の作成・

配布、環境学習等を推進するＮＰＯ等への協力・支援 

住民 家庭における環境学習・教育の実施 

事業者 環境学習等を推進するＮＰＯ等への協力・支援 

NPO・団体 
家庭における環境学習・教育の啓発、環境学習・教育のツールの作

成・普及活動 
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（５）県環境学習情報センターの機能の充実と活用 
 三重県環境学習情報センターの機能を活用し、さまざまな年齢層に対する段

階的・継続的な環境学習プログラムを提供するため、県環境学習情報センター

の機能の充実・強化を図るとともに、幅広い年齢層を対象とした環境学習プロ

グラムを体系的・総合的に提供していきます。 
《取組のイメージ》 
「ごみゼロ環境学習プログラム」 
「大人のためのごみゼロカレッジ」 
「みんなでごみゼロ現場体験」 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役    割 
市町村 地域への情報提供、環境学習機会の提供 
県 環境学習プログラムの企画立案、環境学習機会の提供 
住民 環境学習機会への参加 
事業者 情報提供、環境学習機会への協力 
NPO・団体 情報提供、環境学習機会への協力 
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１ 取組の内容 
 
（１）より専門的な技術や知識を伝授する「ごみゼロ達人」の育成 

 地域の課題の解決に向け地域の主体的なごみゼロの取組を推進するため、ご

みゼロに関する様々な分野における専門的な技術や知識を有しており、ごみゼ

ロの“こつ”を伝授する「ごみゼロ達人」を育成し、地域のニーズを掘り起こ

すとともに、達人の派遣などを進めます。 

 
《取組事例》 
◆コンポストマイスター派遣制度 
【取組主体】財団法人 三重県農林水産支援センター 

【概要】「コンポストマイスター」とは、三重県が独自に設置するたい肥の専門家のこと

で、「たい肥の熟練者」という意味です。平成１４年度に第１期生９名が、また、平成

１５年度には第２期生９名が研修を修了し、三重県コンポストマイスターとして、三

重県知事から認定を受けている。台所の生ごみをたい肥化し地域の農地に還元する活

動の支援など、平成１５年度から各地域の牽引役として活動している。 

 
（２）「ごみゼロ人材ガイドブック」の作成 

ごみ減量化に熱心に取り組んでいる人たちと地域をつなぐことによりその活

動をサポートするため、地域と密着した「ごみゼロ人材ガイドブック」を作成

し、広く公開します。 

 
《取組事例》 
◆環境人材データベース「地球環境を伝える人」 
【取組主体】三重県環境学習情報センター 

 役    割 
市町村 ごみゼロ達人育成への協力、ごみゼロ達人派遣制度の運用 
県 ごみゼロ達人の育成 
住民 ごみゼロ達人の研修の受講、派遣制度の活用 
事業者 派遣制度の活用 
NPO・団体 ごみゼロ達人育成への協力、派遣制度の活用 

 役    割 
市町村 情報提供、人材ガイドブックの作成・公開・更新 
県 情報収集、人材ガイドブックの作成・公開・更新 
住民 情報提供、人材ガイドブックの活用 
事業者 情報提供、人材ガイドブックの活用 
NPO・団体 情報提供、人材ガイドブックの活用 

ごみゼロ社会を担うひとづくり・ネットワークづくり 

ごみゼロ推進のリーダーの育成と活動支援 
基本取組９－２ 

基本方向９ 
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【概要】ホームページ上に「地球環境を伝える人」という名簿を作り公開しており、「伝え

る意欲のある人」と「地球環境のことや自然のことを知りたいと思う人」が出会うきっ

かけづくりをしている。 

 
  

※ 「地球環境を伝える人」とは？ 「恵み豊かな地球の環境を保全して、将来の世代に残してゆくために、 

自分の持っている知恵や経験を伝えようという意欲のある方」のことです。  

公開するとどんなことが起こるの？  地球環境のことや自然のことをあなたから教わりたいと思う人が、 

直接あなたの連絡先に問い合わせをします。  

具体的にはどんな人が連絡してくるの？  「地球環境を伝える人」のホームページについて、県内市町村 

の環境課や教育委員会、環境関連施設や青少年育成施設等に連

絡されています。小中学校や様々な学習会で、多くの人があなた

の経験や技能を受け継ぐことが出来るようにと願っています。  
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第第５５章章  ププラランンのの推推進進方方策策  
 
１ 地域別の取組方向 

２ 短期・中期の目標設定 

３ プラン推進のマネジメント 
（１）各主体の役割に応じた取組の推進 

ごみゼロプランを実効性のあるものとし、「ごみゼロ社会」を実現していくために

は、市町村、県、住民、事業者、民間団体がそれぞれの役割を認識したうえで、自主

的にごみの減量化・再資源化に向けた取組を進めることとします。具体的には、「基

本方向ごとの取組」で整理した役割に基づき、目標にむけての継続的かつ長期にわた

る実践を行っていきます。 
こうした取組をさらに効果的にするために、主体ごとに、ごみの減量化のための組

織を立ち上げ、情報交換などを行います。 
     
（２）各主体間の連携・協働  

各主体の自主的な取組と同時に、それらの連携・協働も「ごみゼロ社会」の実現には、大

きな力となります。こうした主体間の連携・協働のために、毎年定期的に各主体の取組を発

表できる場や情報交換できる場を設定します。 
      
（３）全県的な推進体制の確立 

さらに、プランをより効果的かつ確実に進めるためには、上記の各主体の取組を全

体的に評価・検証することにより、問題点や課題を把握し、それらを改善し、取組に

反映していく必要があります。 
そのため、各主体を構成員とするプラン推進のための全県的な組織として「三重ご

みゼロプラン推進委員会（仮称）」を設置し、定期的にプラン推進の取組を検証・評

価し公表するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づくマネジメント体制を整備し、本プランの

実効性を担保していきます。また、これに準じた地域ごとの推進体制の整備も進めます。 
※ ＰＤＣＡサイクルとは、ＰｌａｎのＰ、ＤｏのＤ、Check の C、Action の A を組み合わせた言葉で、①計

画の作成（Plan）、②その実施（Do）、③検証・点検（Check）、④改善（Ａｃｔｉｏｎ）というサイクルを繰り

返すことにより、目標達成を行おうとする方法です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
計画の作成 

 
 

改 善  プラン推進委員会  実 施 
 
 

検証・点検 
   

市町村 

県民・NPO 事業者 
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４ プランを取り巻く諸課題 
（１）再利用の困難なものの有効利用－焼却エネルギーの有効利用－  

やむを得ず排出された「ごみ」については、最大限資源として再利用（リユース、

マテリアルリサイクル及びケミカルリサイクル）を行っていきますが、目標年度にお

いても、コストや環境負荷、技術的な面から、再利用が困難な廃棄物については、焼

却により処理せざるを得ないものは残ると考えられます。 

しかし、焼却については、単純な焼却ではなく、可能な限り熱回収が行われ、エネ

ルギーとして有効利用されることが重要であり、本プランにおいてもこのように位置

づけています。 

このため、現在利用が困難な廃棄物についての再利用のための更なる技術開発や、

エネルギー利用にあたっての効率の良い焼却技術の開発に向けた調査検討を、国・県

と民間の研究機関等が連携しながら進めていく必要があります。 

また、焼却エネルギーの有効利用については、現在三重県内で 26 市町村とともに実

施されているＲＤＦ化によるごみ固形燃料発電の他、１市が溶融施設、２市がごみ焼

却施設での発電により熱回収を行っています。 

このうちＲＤＦ化によるごみ固形燃料発電については、平成 15 年８月の事故以来、

その信頼性への疑問から将来の廃止論議がありますが、現時点においては、単純な焼

却ではなく、熱回収手法として最も有効な手法の一つです。 

また、将来においても、焼却による処理が必要である限り、ごみ固形燃料発電は有

効な手段としてあり得るとも考えられます 

 
（２）災害時の適正処理の確保 

平成１６年の県内の台風による災害発生において見られたように、災害によるごみ

は、一斉かつ大量に発生します。また、将来予想される東海、南海、東南海地震によ

る災害発生時にも、同様のことが言えます。速やかな災害地域の復興のためには、災

害ごみの速やかな処理が不可欠ですが、このためには十分な分別収集等が困難ななか、

溶融施設、埋立処分場は不可欠なものとなります。 

こうしたことから、これらの施設を一定確保していくことが重要であり、平成 16

年 10 月に締結した市町村広域応援協定に基づく的確かつ円滑な応援態勢の運用や他

府県との連携とともに広域的な受け入れ施設の整備を検討していく必要があります。 

 
 

（３）一般廃棄物と産業廃棄物との区分 
事業所内において主に従業員が飲食した弁当のトレイやペットボトルなどの廃プラ

スチック類については、事業活動に伴って生じた廃棄物として「産業廃棄物」として

扱われており、あるいは、市町村においてもいわゆる「あわせ産廃」として処理され

ているのが実態です。 
一方、一部の市町村では、このような廃プラスチック類については、事業系一般廃

棄物として収集運搬もしくは搬入され、現在、容器包装リサイクル法により処理され
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ているという実態もあります。 
このように、廃プラスチック類については、市町村単位で取り扱いが異なり、事業

者の排出段階で混乱をきたしていることから、産業廃棄物と一般廃棄物との明確な区

分や処理ルートの適正化について、実態把握も行いつつ検討していく必要があります。 
【参考：あわせ産廃について】 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 11 条第 2 項」 
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄

物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として
行なうことができる。 

 
（４）不法投棄対策 

空き缶、ペットボトルなど飲料容器やテレビ、冷蔵庫などの家電製品の不法投棄が、

跡を絶たず、その処理について、環境保全上また財政上などの面から、市町村が苦慮

している状況にあります。一方、各市町村においては、いわゆる「ポイ捨て禁止条例」

の制定、不法投棄防止のための監視パトロール強化などの取組を行っていますが、効

果的なものとはなっていないのが実情です。 
今後の取組としては、これまでの取組を継続的にねばり強く行いながら、より一層

の環境教育、美化運動を進め、県警との連携を強化し、ポイ捨てができないような地

域づくりを進めるとともに、家電リサイクル法の改正など新たな仕組みづくりや罰則

の強化などを国に求めていく必要があります。 
 

（５）取組の計画的、段階的な推進 
ごみゼロプランの取組を進めるにあたっては、市町村のごみ処理システムについて、

既存のごみ処理施設などハードの部分の改善と、分別収集や再資源化のルートなどソ

フトの部分の改善をきちんと連動させていく必要があります。 
このため、個々の市町村等の課題や実情に応じた、計画的、段階的なプログラムに

沿った対応が重要となってきます。 
例えば、分別ルールの統一といったテーマがありますが、分別というのはあくまで

手段であり、最終的には分別されたものが効率よく再資源化され、適正に処分されな

ければなりません。現状では、市町村ごみ処理システムにおける再資源化のルートや

処理施設などはさまざまであり、これらの仕組みは短期間で簡単に変えることができ

ない場合がほとんどです。地域の特性などから、必ずしも同じ再資源化の方法が最適

であると言えない場合もあると考えられます。 
また、分別ルールといっても、単にごみの分別区分のことだけを指すのか、排出方

法や場所、収集の日や回数なども含めるのかで大きく考え方が変わってきます。 
こうしたことから、まずは、市町村合併などの機会をとらえて、地域内のごみ処理

のあり方について検討し、その地域にとって最適なシステムとすることを前提として、

再資源化や処分等の仕組みの統一に向けたプログラムを作成、共有していくことが大

切です。そのうえで、順次取組を進めていく必要があります。 
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第第６６章章  県県のの行行動動計計画画  
１ 県の役割 

「第１章４ プランの基本事項」に記載したように、県はプラン推進のためリーダーシップを

発揮し、広域的な見地から積極的に取り組むとともに、「基本方向ごとの取組」に掲げられ

ている役割を主体的に果たします。 
 

２ 県の主な取組 
（１） ごみゼロ社会実現プラン」の周知・啓発  

「ごみゼロ社会」の実現には、ごみに関わるすべての主体の実践が必要であり、そ

の実践の指針となるものが、このプランです。そのため、プランを各主体が理解し、

行動することが重要な鍵となるものであることから、積極的にプランの周知・啓発を行

います。 
 
（２） 県行政における「ごみ減量化」に向けての取組 

県行政全体で「ごみゼロ社会」に向けて取り組むための体制整備を行うとともに、 「隗（か

い）より始めよ」の言葉もあるように、県自らが率先してごみ減量化に取り組みます。 
(ア) ごみ減量化等に対する調査・情報提供 

定期的なアンケート調査を実施し、進捗状況を把握するとともに、ごみ減量化に関する

調査検討を引き続き実施し、それらの結果を含めてさまざまな情報についても積極的に

市町村、県民等に提供するためのデータベースを構築します。 
 
（３） 推進のマネジメント 

「３プラン推進のマネジメント」に記載したようにプラン推進のマネジメントを行

います。環境行政を所管する部門だけでなく、農林水産業や商工業を所管する部門、

教育を所管する部門、試験研究を所管する部門等においても、ごみ減量化の視点を取

り入れながら施策を実施するとともに、それぞれの取組の相互評価を行うなど横の連

携を確保しつつ、県行政が一体となって総合的にプランを推進していきます。 
 

（４） モデル事業の実施 
ごみ減量化に向けた先駆的、先進的なモデル事業を実施し、その検証を行いプラン

へ反映します。 
 

（５） 市町村・事業者等への支援等  
ごみゼロ社会に向けての取組を行う市町村、事業者等に対して、情報提供のみなら

ず、財政的支援、コーディネイト、仕組みの提案などを行います。 
 
（６） 広域的な取組の推進 

市町村の枠組みを超えた取組や近隣府県と連携した取組を推進します。 
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（７） 政策提言・要望  

プランを着実に推進するために必要な法制度の改正等、国や関係者に対する政策提

言・要望を積極的に行います。 
 

３ ごみ固形燃料発電事業 
この事業の今後のあり方については、合併後の市町村のごみ処理状況、ごみゼロプラ

ンの進捗状況、既存施設の耐用年数、他の代替施設の費用や技術面からの実現性の検討、

合併後の市町村のごみ処理状況等を踏まえ、関係市町村等との十分な議論を行い、平成

18 年度中を目途として、その方向性について整理します。 

なお、運営にあたっては、安全かつ効率的な管理運営を行い、県民の信頼回復に全力

を尽くします。 

 


